
平成 29年度厚生労働科学研究費 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 

「新興・再興感染症のリスク評価と危機管理機能の確保に関する研究」分担研究報告書 

新興再興感染症の脆弱性評価と危機管理機能：海外の体制調査 

研究分担者 氏名 田村大輔 自治医科大学 小児科学 講師 

I. 米国の新型インフルエンザ対策に関するプレパンデミックワクチン
及び抗インフルエンザウイルス薬備蓄に関する共同会議に関する検討

A． 研究の目的及び背景 
平成17年度から、新型インフルエンザ対策

として、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄
を開始した。備蓄薬はオセルタミビルであり、
目標量は、国民の23％に相当する2500万人分
とした。その後も議論が重ねられ、平成20年度、
備蓄目標量を国民の45％に相当する量に変更
した。また、新型インフルエンザ発生時、オセ
ルタミビルに耐性化したウイルスの流行の懸
念もあったことから、備蓄量の一部にザナミ
ビルの導入を決定した。平成24年度にはザナ
ミビルの割合を全体の備蓄量の20％まで引き
上げ、オセルタミビルに耐性化したウイルス
への対応とした。
平成25年4月に新型インフルエンザ等対策

特別措置法（以下、「特措法」） が施行され、
また、同年６月に新型インフルエンザ等対策

政府行動計画（以下、「政府行動計画」） 及
び、新型インフルエンザ等対策ガイドライン
（以下、「ガイドライン」） が策定され、新
型インフルエンザ等（新型インフルエンザ及
び新感染症）が発生した場合の、新たな対応方
針が示された。 
国及び都道府県で備蓄している一部の抗イ

ンフルエンザウイルス薬の有効期限が平成28
年度に切れることから、国民の45％相当量を
下回ることとなった。そのため、平成27年4月、
厚生科学審議会感染症部会新型インフルエン
ザに関する小委員会において、（１）備蓄薬の
多様性の議論と（２）備蓄目標量の考え方の整
理が行われた。現行の備蓄量の算定根拠は、以
下の通りである。
国民の45％相当量の抗インフルエンザウイル

ス薬の備蓄目標量の試算根拠
[１]患者の治療
①人口の25％が新型インフルエンザウイル

研究要旨 

新興・再興感染症の脆弱性評価と危機管理機能について、以下の海外の体制調査を実施した。 

I.) 日本では、新型インフルエンザ対策として、平成17年から抗インフルエンザウイルス薬の
備蓄を、平成18年からプレパンデミックワクチンの備蓄を開始した。抗インフルエンザウイル
ス薬及びプレパンデミックワクチン有効期限切れに伴い平成２８年厚生科学審議会感染症部会
で今後の備蓄方針の審議が行われ、現在の諸外国の備蓄状況の把握と今後の方針の調査が重要
とされた。

上記審議会の内容を踏まえ、本研究では、抗インフルエンザウイルス薬及びプレパンデミ
ックワクチンの備蓄の現状の把握のため、Biomedical Advanced Research and Developme
nt Authority(BARDA)及びAssistantSecretary for Preparedness and Response(ASPR)と
会議を行い、米国における備蓄の現状把握の現状把握と将来的な懸念事項について会議を行
った。 

平成28年度は、米国内のプレパンデミックワクチンの備蓄量、亜型別の備蓄量、そして内
訳、そして、備蓄期間と有効性について話し合った。抗インフルエンザウイルス薬について
は、備蓄量及び備蓄薬の内訳、そして、将来的な備蓄計画について意見交換を行った。平成2
9年度は、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量と内訳、新規抗インフルエンザウイルス薬へ
の対応について意見交換を行った。 

II.) 2014年、西アフリカ諸国ではエボラ出血熱のアウトブレイクが発生し、同時期、日本でも
疑似症患者の対応に追われた。 
日本国内でも輸入感染症のリスクはあることから、世界保健機関及び米国疾病管理予防セン

ターが公表しているPreparedness Checklistを和訳し、その内容を、現在の国内の対策水準と
照らし合わせた。
これらChecklistsからは、国内のエボラ出血熱対応は、引き続き、国を挙げた取組みが必要

である。一方で、新型インフルエンザでは、新型インフルエンザ等対策特別措置法により行
政・医療の対応及び予算の確保等がしっかりと行われていることが確認できた。 
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スに罹患し、その全員が受診 
→3200万人分 

 ②新型インフルエンザの病態が重篤の場
合、倍量・倍期間投与を行う可能性 

 →750万人分（※患者の1割250万人が重症化
すると想定） 

[２]予防投与 
 発生早期には、感染拡大防止のため、同じ

職場の者などに投与する可能性 
 十分な感染防止策を行わずに患者に濃厚接

触した医療従事者等に投与する可能性 
 →300万人分 
[３]季節性インフルエンザウイルスの同時流

行 
 季節性インフルエンザが同時流行し、全患

者に投与した場合 
 →1270万人分 

  
 多様性に関わる議論の結果、小児患者への
治療及び投与経路の異なる薬剤の備蓄の重要
性が確認され、「オセルタミビルDSは迅速に
備蓄」、「ペラミビルは優先的に備蓄」、「ラ
ニナミビルは、既存の備蓄薬の期限切れのタ
イミング時に備蓄」との、結論が得られた。一
方、備蓄目標量の考え方の整理では、試算根拠
となっている[１]～[３]の項目ごとに検討がな
され、すべてにおいて、最新の科学的根拠に基
づき考える必要があるとされた。 
 審議会では、現時点で知り得た諸外国の備
蓄状況と共に、日本の保険制度や、医療事情等
を含めた幅広い議論が進められていたが、委
員及び有識者からは、今後も備蓄薬の議論を
行うにあたり諸外国の備蓄状況の正確な把握
を積極的に行っていく必要があるとの意見が
出された。 
 プレパンデミックワクチンについては、平
成18年から備蓄を開始し、4種類のワクチン株
（インドネシア株、チンハイ株、アンフィ株、
ベトナム株）を鶏卵培養法にて製造しそれぞ
れ約500万〜1,000万人分の原液を備蓄するこ
と、その一部を製剤化（約54万人分）すること
とした。平成27年、細胞培養法にて製造された
インドネシア株ワクチンが交差免疫性に優れ
ているという結果を受け、鶏卵培養法と共に
細胞培養法でのインドネシア株ワクチンの備
蓄を決定したが、平成28年、細胞培養法製造の
インドネシア株ワクチンは野生株の交差免疫
性が十分ではない旨の新しい研究結果が国立
感染症研究所より示された。プレパンデミッ
クワクチンに関する科学的知見は、アジュバ
ントや接種間隔等の研究で、毎年多くの進捗
があること、また製造及び製剤化には一定の
時間が必要であることから、平成28年第19回
厚生科学審議会感染症部会において、今後の
プレパンデミックワクチンの備蓄方針が検討
され、「検討時点で危機管理上の重要性が高い
ワクチン株の備蓄を優先する」と取り纏めら
れた。 
 審議会では、現時点で知り得た諸外国のプ
レパンデミックワクチンの製造方法やアジュ
バントの使用状況、そして備蓄状況を確認し、
諸外国と比較し、より良い備蓄方法について
幅広い議論が進められていた。今後もプレパ

ンデミックワクチンの議論を行うにあたり、
委員及び有識者からは、諸外国の備蓄状況の
正確な把握を積極的に行っていく必要がある
との意見が出された。 
 以上より、本研究の目的は、新型インフルエ
ンザ対策の海外の一事例の検討として、まず
米国の新型インフルエンザ対策の現在の備蓄
状況の把握を行う事である。 
 米国の新型インフルエンザ対策の中心はBi
omedical Advanced Research and Develo
pment Authority (BARDA)及びAssistant 
Secretary for Preparedness and Response
 (ASPR)であり、これら機関と共同会議を行
い、日本の新型インフルエンザ対策における
抗インフルエンザウイルス薬及びプレパンデ
ミックワクチンの備蓄における情報共有を行
った。 
 
B．倫理面への配慮 
 本研究は、動物実験の実施を含まない。また、
個人情報等を扱う性質のものではなく、特段
倫理的配慮を必要とる事項はない。 
 
C．研究方法及び内容 

 今回の日米意見交換会議は、BARDA の

Ruben Donis PhD, Director (acting), 
Influenza and Emerging Diseases Division 

(IEDD)に会議の趣旨を説明しコーディネー

トを依頼し実現したのもである。 

 平成 28 年 2 月 10 日、本研究班代表者斎

藤智也氏と共に、米国ワシントン DC の

BARDA 及び ASPR オフィスを訪問した。 

 会議の詳細は、以下の通りである。以下の

取り纏め内容については、米国 BARDA 及び

ASPR にも合意を得ている。 

 

C-1). Participants  

 

Japan Delegation  

1.       Tomoya Saito 

Senior Chief Researcher/ Office of Health 

Crisis Management, National Institute of 

Public Health, Japan 

2.       Daisuke Tamura 

Associate Professor, Department of 

Pediatric, Jichi Medical University 

 

BARDA  

1.       Ruben Donis, Director (acting), 
Influenza and Emerging Diseases Division 

(IEDD) 

2.       Vittoria Cioce, Chief, Vaccine 

Stockpile Branch, IEDD 

3.       Mike Ohara, Subject Matter Expert, 

Vaccine Development Branch, IEDD 

4.       Melissa Willis, Chief, Therapeutics 

Branch, IEDD 

5.       Robert Walker, Director, Division of 

Clinical Sciences 
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6.       James King, Pediatrician, Division 

of Clinical Sciences 

7.       James Little, Division of Regulatory 

and Quality Sciences 

8.       Karen Biscardi, Subject Matter 

Expert, DRQS 

9.       Joseph Larsen, Director, Chemical, 

Biological, Radiological and Nuclear 

Medical Countermeasures, CBRNMCD. 

 

ASPR  

1.       Robin M. Moudy, Chief, 

International Partnerships Branch, 

Division of International Health Security, 

Office of Policy and Planning, ASPR, 

DHHS 

2.       Jun Sugihara, Liaison Fellow, 

Division of International Health Security, 

Office of Policy and Planning, Assistant 

Secretary for Preparedness and Response 

(ASPR), DHHS 

3.       Adam Tewell, International Health 

Policy Analyst, ASPR 

  

C-2). Executive Summary 

The purpose of the meeting was to 

exchange information on national plans for 

MCM preparedness in Japan and the 

United States. We discussed the current 

strategies for acquisition and management 

of vaccines and antiviral drugs in the inter-

pandemic period, provided updates on 

stockpile policies and the rationale for 

continuation of policies that remain 

appropriate and changes to be 

implemented in the near future. Global and 

national landscapes of medical 

countermeasures for pan flu preparedness 

with regards to sustainability and 

innovation were discussed.  Finally, 

challenges and opportunities related to 

development of medical countermeasures to 

treat infections caused by antibiotic 

resistant bacteria were discussed.  

  

C-3). Main technical points 

 

Japan Pandemic preparedness  

Vaccine 

Stockpile preparedness goal since 2006 

comprises H5N1 vaccine representing the 

major clades 1, 2.2, 2.3 and 2.4 @ 5-10M 

doses each.  

Each of the 4 clade stockpiled is 

replenished every 3 years. Antigen stored 

in bulk.  

Diverse vaccine products are stockpiled – 

including non-adjuvanted, alum-

adjuvanted and AS03-adjuvanted vaccines 

from various manufacturers.  

Clade 1 stockpile will be discarded in 2018, 

and remaining clades in the next 2 years, 

with only one clade stockpiled after 2020. A 

small adjuvant stockpile is also 

maintained.  

Therapeutics 

Stockpile preparedness: current target is 

56.5 M treatment courses of oseltamivir 

(oral), zanamivir (inh), laninamivir (inh) 

and peramivir (IV) 

 

US Pandemic preparedness 

Vaccine  

Stockpile goal of 40M doses – H5N1 (4 

clades) and H7N9 (1 lineage) antigen in 

bulk.  Adjuvants (MF59 and AS03) stored 

filled or in bulk.  

Clinical trials conducted to support pre-

EUA submissions to FDA – including 

safety and immunogenicity of products held 

for 7 to ≥10 years in storage.  

Vaccines and adjuvants tested regularly 

and kept in stockpile until test results 

show unacceptable performance – 

regardless of the expiration date supported 

by the regulatory license.  

Therapeutics 

Stockpiled 81M treatment courses of 

licensed NAI drugs; oseltamivir, zanamivir 

and peramivir. 

Developing new antivirals to address 

critical unmet need for treating severelly 

ill, hospitalized and pediatric population: 

Janssen VX-787 cap-binding inhibitor and 

Visterra VIS-410 broadly cross-reactive 

HA-stalk mAb.  

Challenges to enroll severely 

ill/hospitalized patients into clinical trials; 

high costs and extended timelines – 

ongoing efforts include improving clinical 

endpoints and recruitment.  

 

C-4). Joint Conclusions 

Both sides expressed concern about budget 

challenges to sustain pandemic vaccine 

stockpiling.  

Until universal influenza vaccines or highly 

effective antivirals become available, it is 

imperative to sustain current capabilities.  

 
Ｄ．考察 
 新型インフルエンザは、いつ、どこで、どの
亜型ウイルスが起こるか予想できない。その
ため、将来起こる可能性のある新型インフル
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エンザウイルスを予想し、感染者を対象とし
た治験を行う事は事実上不可能である。その
ため、被害想定に基づき有効性が予想される
薬剤やワクチンを一定量備蓄する事は、新型
インフルエンザ対策の一環として重要である。 
平成28年度に開催された厚生科学審議会感

染症部会において、現在、国（抗インフルエン
ザウイルス薬備蓄は都道府県も行っている）
が行っている抗インフルエンザウイルス薬及
びプレパンデミックワクチンの今後の備蓄方
針に関する議論が行われ、諸外国の備蓄状況
に関しては、１）諸外国の備蓄状況の詳細な把
握は重要であること、２）引き続き、諸外国の
備蓄状況の把握を積極的に行っていくことが、
重要課題とされた。 

D-1). 米国のプレパンデミックワクチン
 プレパンデミックワクチンの備蓄量は、4000
万人分であり、4種類の異なるcladeのH5N1ワ
クチンと、１種類のH7N9ワクチンが、Bulkで
保存されている。使用予定のアジュバントは、
MF59とAS03の２種類であり、こちらもBulk
で保存されている（一部はシリンジで保存）。
ワクチン及びアジュバントの有効期限は、７
年から10年である。定期的な安定性及び有効
性試験にて、ワクチンの状況を確認し、それら
のデータはFDAに提出されている。

D-２). 米国の抗インフルエンザウイルス薬
抗インフルエンザウイルス薬の備蓄は、810

0万人分でる。種類は、オセルタミビルとザナ
ミビルの２種類のみであるが、一部少量、ペラ
ミビルを備蓄している。新型インフルエンザ
が既存薬に耐性化した場合や重症化等の懸念
も考慮し、現在、数種類の新薬の治験を行って
いる。

(2)平成29年度における米国BARDAとの共同
会議 

A. 研究の目的及び背景
平成29年度、厚生科学研究班（西浦班、谷口

班）において、項目ごとの根拠に基づく研究が
行われ、平成29年5月に開催された第9回新型
インフルエンザに関する小委員会では、倍量
倍期間における有効性の議論が行われ、谷口
班から、現在までの報告では、倍量倍期間の有
効性を証明する科学的エビデンスはないと報
告された。さらに、平成30年3月30日に開催さ
れた第16回新型インフルエンザ等対策有識者
会議において、季節性インフルエンザの同時
流行について議論され、推計方法の見直しが
なされた。
以上より、現在の新型インフルエンザ対策

としての抗インフルエンザウイルス薬の備蓄
計画は下記の通り新たな考え方が示されてい
る。 

[１]患者の治療
①人口の25％が新型インフルエンザウイル
スに罹患し、その全員が受診
→3200万人分→変更なし
②新型インフルエンザの病態が重篤の場

合、倍量・倍期間投与を行う可能性 
→750万人分（※患者の1割250万人が重症化
すると想定）→ゼロ（第9回新型インフルエ
ンザに関する小委員会）

[２]予防投与
発生早期には、感染拡大防止のため、同じ
職場の者などに投与する可能性
十分な感染防止策を行わずに患者に濃厚接
触した医療従事者等に投与する可能性
→300万人分→変更なし

[３]季節性インフルエンザウイルスの同時流
行
季節性インフルエンザが同時流行し、全患
者に投与した場合
→1270万人分→1000万人分

審議会では、今後も抗インフルエンザウイ
ルス薬の議論を行うにあたり、委員及び有識
者からは、諸外国の備蓄状況及び新薬に対す
る備蓄計画等、正確な把握を積極的に確認し
より良い備蓄方法について幅広い議論を進め
ていくこととされた。
以上より、本研究の目的は、新型インフルエ

ンザ対策の海外の一事例の検討として、まず
米国の新型インフルエンザ対策の現在の抗イ
ンフルエンザウイルス薬の備蓄状況及び新規
抗インフルエンザウイルス薬の今後の備蓄方
針について意見交換を行う事である。
米国の新型インフルエンザ対策の中心であ

るBiomedical Advanced Research and De 
velopment Authority (BARDA)と共同会議
を行い、日本の新型インフルエンザ対策にお
ける抗インフルエンザウイルス薬及びプレパ
ンデミックワクチンの備蓄における情報共有
を行った。

B．倫理面への配慮 
本研究は、動物実験の実施を含まない。また、

個人情報等を扱う性質のものではなく、特段
倫理的配慮を必要とる事項はない。 

C．研究方法及び内容 

 今回の日米意見交換会議は、BARDA の
Ruben Donis PhD, Director (acting), 
Influenza and Emerging Diseases Division 

(IEDD)に会議の趣旨を説明しコーディネー

トを依頼し電話会議が実現したのもである。

平成 30 年 3 月に、米国ワシントン DC の 

BARDA とそれぞれ約1 時間スカイプ通信にて

電話会議を行った。 

 会議の詳細は、以下の通りである。以下の

取り纏め内容については、米国 BARDA にも

合意を得ている。 

C-1). Participants

Japan Delegation 

1. Daisuke Tamura

Associate Professor, Department of

Pediatric, Jichi Medical University
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BARDA 

1. Ruben Donis, Director (acting),

Influenza and Emerging Diseases Division

(IEDD)

2. Melissa Willis, Chief, Therapeutics

Branch, IEDD

3. James Little, Division of Regulatory

and Quality Sciences

C-2). Executive Summary

The purpose of the meeting was to 

exchange information on national plans for 

MCM preparedness in Japan and the 

United States since last year. We have 

discussed the current strategies for 

acquisition and management of antiviral 

drugs in the inter-pandemic period, 

provided updates on stockpile policies and 

the rationale for continuation of policies 

that remain appropriate and changes to be 

implemented in the near future. Global and 

national landscapes of medical 

countermeasures for pan flu preparedness 

with regards to sustainability and 

innovation were discussed.  

C-3). Main technical points

Japan Pandemic preparedness 

Therapeutics 

Stockpile preparedness: current target is 

45 M treatment courses of oseltamivir 

including powder for child (oral), zanamivir 

(inh), laninamivir (inh) and peramivir (IV). 

The Shionogi’s novel drug, Baloxavir 

marboxil (Xofluza) got approval on Feb 

2018 for production and distribution for the 

seasonal influenza patients. MHLW does 

not start discussion about future pandemic 

stockpile whether Xofluza® should be 

consider for canidate of stockpile or not. 

US Pandemic preparedness 

Therapeutics 

Stockpiled 81M treatment courses of 

licensed NAI drugs; oseltamivir, zanamivir 

and peramivir, it’s a same situation in last 

year. Developing new antivirals to address 

critical unmet need for treating severelly 

ill, hospitalized and pediatric population: 

Janssen VX-787 cap-binding inhibitor and 

Visterra VIS-410 broadly cross-reactive 

HA-stalk mAb. Also this year BARDA is 

focusing on Xofluza® for seasonal influenza 

patients as well. However, they need to get 

approval from FDA before starting 

discussion for pandemic preparedness. 

Continuouslly, challenges to enroll severely 

ill/hospitalized patients into clinical trials; 

high costs and extended timelines – 

ongoing efforts include improving clinical 

endpoints and recruitment.  

C-4). Joint Conclusions

Both sides expressed concern about the 

Shionogi’s novel drug, Xofluza, for one of 

the candidate for future pandemic 

preperdness. Japan has started decreasing 

the amount of stockpile compared to last 

year. The stockpile plan in U.S. is to 

sustain current capabilities.  

Ｄ．考察(米国の抗インフルエンザウイルス薬) 
 備蓄薬の総量及び種類は、昨年と同様であ
る。BARDAは、昨年同様、新規抗インフルエ
ンザウイルス薬の開発に力をいれる。塩野義
製薬株式会社が製造し日本で本年2月に薬事
承認されたゾフルーザへの関心は高く、日本
国内での使用状況及び臨床効果を注視してい
く。今後の塩野義の方針にもよるがFDAでの
薬事承認が済めば、米国内での季節性インフ
ルエンザ患者を対象とした臨床研究を行って
いく。

Ｅ．結論 
 新型インフルエンザ対策の中で、プレパン
デミックワクチン及び抗インフルエンザウイ
ルス薬の備蓄は重要な施策であり、国家の機
微に関する事項も多い。

BARDA及びASPRは、新型インフルエン
ザ対策予算は、懸念材料であることを認識し
ており、非常に有効な薬剤やワクチンが開発
されない限りは、現状を維持していかなけれ
ばならないと考えている。 
平成28年度は、本研究において、米国での

プレパンデミックワクチンの備蓄種類と量、
そして２種類の異なるアジュバントの備蓄、
さらに日本より２倍以上長い期間、備蓄を行
っている事実を確認できた。抗インフルエン
ザウイルス薬では、日本の約1.5倍の備蓄量で
あるものの、備蓄薬は２種類に絞られいるこ
と、一方で、作用機序の異なる新薬の治験を
積極的に行い、既存の薬剤に耐性化や重症化
が懸念される新型インフルエンザに対応でき
るように柔軟な対策をたてている事など、米
国の新型インフルエンザ対策の核となる情報
を得る事もできた。平成29年度には、平成28
年度からの方針の変更点や新たな方針転換の
確認を行った。塩野義製薬が開発し本年日本
国内でも薬事承認さらたゾフルーザは、臨床
的有効性についてBARDAも注視している。
日本国内では、次シーズン使用された状況及
びFDAでの承認状況をもとに、米国内での位
置づけについて議論を始める。 

Ｆ．研究発表 
なし 
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Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 

1. 特許取得 
 なし 
2. 実用新案登録 
 なし 

3.その他 
 なし 
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II. エボラ出血熱及び新型インフルエンザ対策における国際機関発出の Checklists の解析

A．研究の目的及び背景 

エボラ出血熱はエボラウイルスによる急
性熱性疾患であり、クリミア・コンゴ出血熱、
ラッサ熱、マールブルグ病とともに、ウイル
ス性出血熱の一疾患である。エボラ出血熱の
感染様式は、血液や体液との接触感染である
ため、インフルエンザやRSウイルスなどの
飛沫感染や、水痘や結核などの空気感染と比
較すると、その感染伝播効率は低く、大きな
流行は起こらないと考えられている。

2014年、西アフリカ諸国で起こったエボラ
出血熱の流行は、ギニアの集団発生から始ま
り、住民の国境を越える移動により隣国のリ
ベリア、シエラレオネへと拡大した。過去に
報告のない大きな規模の流行であり、世界保
健機関（WHO）は2014年8月に本事例を
Public Health Emergency of International 
Concern（国際的に懸念される公衆の保健上
の緊急事態）とし、流行国等に更なる対応の
強化を求め、エボラ出血熱の流行の阻止と社
会基盤の回復に向けた国際社会の継続した
支援が求められた。 

2016年1月14日、リベリアにおけるエボラ
出血熱の終息宣言が公表された。ギニア、シ
エラレオネでは、すでに終息宣言が行われて
いたことから、西アフリカにおける大規模な
流行は、終息されたと考えられた。2016年3
月 WHOは、今回のエボラ出血熱の流行に
より、ギニア、リベリア、シエラレオネでの
総患者数は28,000人を超え、死亡者数は
11,300人以上となり、過去最高の流行状況で
あったことを報告した。
国内でも、エボラ出血熱疑似症が報告され

その対応について、多くの課題が露呈された。
診療においては、多くの行政機関および医療
機関が関与するため、健康監察下にある者の
適切な経過観察、疑似症発生時の行政機関へ
の連絡体制、疑似症発生から医療機関への搬
送までの過程における各行政機関間での綿
密な連絡と連携が極めて重要である。さらに、
感染防止対策の指針を理論的に検討するこ
とは対策の構築上必要なことであるが、その
指針が実際に医療現場で施行可能であるか、
そして、その有効性も検証しなければならな
い。従前よりウイルス性出血熱に対する感染
防止対策指針を策定しているにも関わらず、
医療従事者の二次感染例が発生した事案を
鑑みると、理論上の指針と実際の運用がいか
に難しいか、そして、指針に示される予防策
が、実際に現場レベルで適切に実行される体
制を構築できているのか、検証することが必
要であることが認識された。 

今回の西アフリカでのアウトブレイクと
アフリカ以外の遠隔地での感染者の出現を
鑑みると、世界のどの国でも輸入感染症に対
応する可能性があること、どの医療機関でも
エボラ出血熱を診療しうることを認識しな
ければならず、その状況を前提に診療体制を
構築していく必要がある。
本研究は、諸外国が実際に使用している

checklist を和訳し、その内容を確認する。
具体的には、WHO 及び米国疾病管理予防セ
ンター（ CDC ）が作成 した Detailed
emergency medical services (EMS)
checklist for Ebola preparedness 及 び
Ebola virus disease consolidated
preparedness checklist である。また、同様
に新型インフルエンザ対策として、WHO が
公表している WHO checklist for influenza
pandemic preparedness plannning の和訳
及び内容の確認を行う。

B．倫理面への配慮 

本研究は、動物実験の実施を含まない。ま
た、個人情報等を扱う性質のものではなく、
特段倫理的配慮を必要とる事項はない。 

C．研究方法及び内容 

WHO 及び CDC の web site から、以下
の資料をダウンロードし、その和訳を行
う。 

http://www.who.int/csr/resources/publicati
ons/ebola/ebola-preparedness-checklist/en/ 
（資料II-7-1） 

https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/ems-
checklist-ebola-preparedness.pdf 
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（資料II-7-2） 

 
http://www.who.int/influenza/resources/do
cuments/checklist/en/ 
（資料 II-7-3） 

 
Ｄ-1．考察(エボラ出血熱等について) 
 
 ２つのchecklistsのうち、一つは、国や地方
自治体を含めた施策が中心であり国家単位
で対策の脆弱性を評価するものである。他は、
医療現場における運用と手順を中心とした
リストであり、検体検査の方法やPPEの使用
基準までリスト化されている。いずれも各

section及びmoduleに別れ、それらを訓練/ト
レーニング・準備・現場運用の具体的な方法
に段階分けを行っている。 
 
１ ) Ebola virus disease consolidated 
preparedness checklist について 
 
 本 checklist は、各国が対策すべきレベル
を判断し、具体的に講じるべき措置を決定し
活用するものであり、WHO、CDC、国連人
道問題調整事務所（UN Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs: 
OCHA）を含むさまざまな国内外の機関か
ら得た情報に基づいて作成されている。特記
すべき点としては、実地現場の声を基に改訂
を重ねられており、現場で運用しやすいよう
に改良を重ねているところである。また、各
国の対策すべき内容をスムーズかつ効果的
に運用するため、それぞれの国をリスク評価
に基づいて以下の通り 4 つのグループを選
別している。リスク評価には、とりわけ罹患
の程度が高い国への近接性、輸送や移動のル
ート、保健制度の発展などの因子を含めてい
る。 
 
1. ギニア、マリ、セネガル、コートジボワ
ール 

2. ベナン、ブルキナ・ファソ、カメルー
ン、中央アフリカ共和国、コンゴ民主共
和国、ガンビア、ガーナ、モーリタニ
ア、ナイジェリア、南スーダン、トーゴ 

3. その他のアフリカ大陸のすべての国 
4. ほかの地域の国 
 
このリストを使用して自国の対策を評価
した日から section/module にもよるが
30、60 及び 90 日以内にそれぞれの項目
を段階的に完了することが推奨されてい
る。主要なタスクは 11 項目であり、設備
の充実等のハード面から、予算・人材調
整・訓練トレーニングに関するソフト面
まで幅広く定義されている。ガイドライ
ン、トレーニングマニュアル、ガイダン
スノートなどの参考文献は、それぞれの
項目が実行可能となるよう文書化されて
いる。 
 
1）各国との調整 
2）緊急医療チームの結成 
3）マスコミや一般市民との関わり 
4）感染予防と管理 
5）患者管理  
  a) 治療内容・チーム体制・編成 
  b）埋葬方法 
6）疫学的サーベイ 
7）接触者追跡 
8）検査実施と輸送 
9）入国・出国での検疫・医療サービス 
10）十分な予算の確保 
11）インフラ整備とヒューマンリソース 

60

http://www.who.int/influenza/resources/documents/checklist/en/
http://www.who.int/influenza/resources/documents/checklist/en/


バックアップ体制 
（廃棄担当、運転手、物品請求のロジ等） 

Checklist に記載される取り組みは、「最小
対策準備要件」と「補足的対策準備要件」の
2 つのカテゴリーに分類されている。グルー
プ 1 とグループ 2 の各国は、ハイリスクエ
リアと選定され、エボラ出血熱を効果的に徹
底的に管理できるように、最小準備要件と補
足的準備要件の両者を施行することが強く
推奨されている。グループ 3とグループ 4の
各国は、対応準備のレベルを見直しが必須、
最小準備要件については、現場の状況と実施
可能性を考慮し、必要に応じて施行すること
が勧められている。日本は、グループ４に属
しているものの、疑似症が発生した当時、検
疫体制、疑似症患者の国内の追跡、専門医療
施設での治療管理や PPE の徹底等、厚生労
働省が行っていた対策は、グループ１・２に
該当している。

2) Detailed emergency medical services
(EMS) checklist for Ebola preparedness
について

 本 checklist は、疑似症患者（Person 
Under Investigation: PUI）に対応し医療対
応する場合に備えて作成されたものである。
そのため、緊急医療サービス（Emergency 
Medical Survices: EMS）のスタッフと、対
応するEMSが勤務する医療施設に重点をお
き、集約的な準備と医療対応の強化を目的と
している。 

EMS スタッフとは 
①入院前の救急医療関係者
②エボラ出血熱患者の血液または体液に
PPE を介して触れる医療関係者
③汚染された医療品や医療設備に携わる医
療関係者 
④汚染された環境への曝露される医療関係
者
⑤常勤・非常勤または医療関係ボランティア

具体的には、エボラ疑似症患者から採取した
検体からの安全なウイルスの検出方法、スタ
ッフ自身を感染から守り、安全・適切な医療
を提供するための方法等、当該医療機関で行
うべき実施内容と手順を示している。実用的
で具体的な運用方法である。 
 医療機関の準備支援になるように取り組
みをリストアップしたものであるが、国内の
感染症指定医療機関であっても実際の運用
では状況が異なり同列で評価されるもので
はない。そのため、特定のニーズを満たすた
めには本 checklist を基本に柔軟性を持って
活用すべきである。 
日本国内での疑似症患者は、国立国際医療

センターに収容され、厚生労働省が推奨した
内容の PPE 基準にて感染予防を行い検体採

取し、国立感染症研究所にて検体の確定診断
を行った。呼吸器マスクのフィトテストや環
境整備のプロトコール等、一部未整備のもの
もあるが、概ね CDC が示す checklist に準
拠した内容で疑似症患者に対応できたと考
える。 

3)引き続き検討を要する課題（Ebola virus
disease consolidated preparedness 
checklist から） 

非常に人口規模が小さく中央集約型のイ
ンフラと医療制度が整えられていない限り、
どのような国でも、数週間あるいは数カ月で
詳細かつ総合的な対策を準備し実行するこ
とは現実的ではない。この種の計画立案に時
間がかかる理由として、網羅的・多部門的ア
プローチを要すること、またマスコミュニケ
ーションや地域社会のコミュニティの参画
が必要であることが挙げられる。
 網羅的・多部門的アプローチとは、政策決
定、地方公共団体の協力、多省庁に関連する
法改正の検討、地域保健所、公衆衛生機関（ラ
ボ診断、診断検査法の開発等も含む）、医療
施設と感染症専門チーム、これらを繋げるコ
ミュニケーション専門技術、災害管理責任者
等、さまざまな部署・スタッフが一同に関与
することをである。
コミュニティの参画とは、専門技術をもつ

企業、専門知識を持つヒューマンリソース、
ネットワーク等の至適活用を行うことであ
る。マスコミュニケーションの参画は、これ
らの繋がりや一般社会への情報共有を双方
向性に強固にするための手段の一つである。
これら、関係箇所の責任者の積極的な関与を
促し、政策決定に必要な姿勢を構築する上で
効果的な方法である。

Ｄ-2．考察(新型インフルエンザについて) 

 新型インフルエンザパンデミックは、誰も
が免疫を持っていないインフルエンザウイ
ルスで生じるため、症例数と死亡例が非常に
多く世界的に蔓延するが、国際的な物流や輸
送の発展や都市化現象に伴い、急速そして一
斉に広がる可能性が高くなっている。
新型インフルエンザによるパンデミックは
20 世紀に、世界的規模で数百万人の死亡者、
社会的混乱、膨大な経済的損失をまねいた。
インフルエンザ研究者は、パンデミックは再
び発生するとの見解で一致しているが、発生
時期は不明である。さらに、将来発生するパ
ンデミックウイルスの特性も予測できない。
新しいウイルスの病原性の病原性、大きなイ
ンパクトを受ける年齢層などは不明である。
準備対策のレベルにより最終的な致命率に
も影響を与える。しかし、新型インフルエン
ザ等対策政府行動計画（以下、行動計画）で
は、国内でのインパクトを見積もると、2,500
万人の外来受診者、200 万人の入院患者、64
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万人の死亡者（致命率；約 2％）が生じると
推計されている。パンデミックの対策と対応
のキャパシティは国ごとに異なる。日本では、
2009 年、新型インフルエンザ等対策特別措
置法（以下、特措法）、行動計画及び新型イ
ンフルエンザ等対策ガイドライン（以下、ガ
イドライン）が施行され、法的根拠に基づき
新型インフルエンザ対策を行っている。例え
ば、毎年、厚生労働省新型インフルエンザ対
策推進室が主導し、地方公共団体及び感染症
指定医療機関の担当部署が参加する新型イ
ンフルエンザ対策訓練やパンデミックワク
チン製造の基盤整備及びライフラインを維
持するためのワクチン接種スキームである
特定接種のシステム構築等である。 
 この checklists は、事前対策として最低限
求められる要素の概要を示すとともに、一部、
対策があればより望ましいとされる項目を
示している。特措法、行動計画及びガイドラ
インにて、日本国内では、必須の要項はほぼ
満たされており、さらに感染制御のため行動
制限をかける緊急事態宣言を発令すれば、一
部望ましいと思われる項目についても十分
に対応することができる。 
 日本国内の新型インフルエンザ対策は
WHO が推奨する項目について、一定の成果
があると考えられる。現場での運用を確実に
するため、引き続き、国と地方公共団体及び
感染症指定医療機関を中心とした新型イン
フルエンザ対策を励行していく必要がある。 
 
Ｅ．結論 
 エボラ出血熱や新型インフルエンザの大
きな流行は、いつ起きるのか、どのような
規模で起きるのか誰も予想できない。その
ため、あらかじめ起きる事を想定して準備
を行っておく必要がある。相互に密に関連
し依存し合う世界では、その人的被害以外

にも甚大な社会的、経済的被害をもたら
す。たとえば、2003年の重症急性呼吸器症
候群（SARS）のアウトブレイクは、感染発
生国よりも離れたところでの患者や死亡者
の発生数の比率の方がはるかに高く、経済
的損失や社会的混乱を巻き起こした。エボ
ラ出血熱や新型インフルエンザはSARSとは
まったく異なるが、一度大きな流行となれ
ば社会や経済の混乱という甚大な被害を生
むことが予測される。 
 特措法により新型インフルエンザについ
ては、法的根拠に基づく感染予防・治療及び
予算の確保が可能になり、それは、WHO が
作成したガイドラインでも証明されている。
一方で、エボラ出血熱対策は一部感染症法改
正により、情報収集体制の強化等対策が講じ
られてはいるものの、国、地方公共団体、そ
して医療機関の対策準備が依然として計画
段階のものもある。 
 本 研 究 で 和 訳 し 内 容 を 確 認 し た
checklistsは、WHO及びCDC作成であり、
すべての内容が日本の施策及び医療環境に
当てはまらないものの、これら checklists 内
で活用できる section/module は積極的に取
り入れ対策に活用していくべきである。 
 
Ｆ．研究発表 
なし  
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
1. 特許取得 
 なし 
2. 実用新案登録 
 なし 
3.その他 
 なし
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ABHR Alcohol-Based Hand Rub  
  

AFRO WHO African Regional Office WHO  
  

CDC United States Centers for Disease Control and Prevention 
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Communication for Behavioural Impact e

 
  

CUI Case Under Investigation( ) 
  

EOC Emergency Operations Centre( ) 
  

ETC Ebola Treatment Center( ) 
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FAO  
  

GSM Global System for Mobile Communications 
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HCW Health Care Workers  

  
IANPHI International Association of National Public Health Institutes 
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IDSR Integrated Disease Surveillance  

  
IHR International Health Regulations ( 2005 ) 
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IMS Incident Management Structure  
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MSF Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders 
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PoE Points of Entry  

  
PPE Personal Protective Equipment  

  
RRT Rapid Response Teams  

  
SIMS Stock Inventory Management System  

  
SoP  

  
ToR Terms of Reference  

  
ToT Training of Trainers  

  
TTX Table Top Exercises  

  
UNICEF  

  

UNMEER 
UN Mission for Ebola Emergency Response
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WCC WHO Collaborating Center WHO  
  

WFP  
  

WHO  
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エボラ対策準備用緊急医療サービス（Emergency Medical Services：EMS）チェックリスト
の詳細

Health and Human Services：HHS、Centers for Disease Control and Prevention：CDCお

よび Assistant Secretary for Preparedness and Response：ASPRは、その他の連邦、州、お

よび地方のパートナーとともに、エボラ出血熱の理解を深め、米国に拠点を置く EMS の機関

およびシステムがエボラ出血熱およびその他の感染症患者の管理に備えるよう奨励していく

ことを目的とする。あらゆるEMSの機関およびシステム（非非常事態および/または施設間輸

送を提供するものを含む）において、各スタッフが確実にエボラ出血熱に関して調査対象者

（person under investigation：PUI）を検出するとともに、患者を安全にケアし、確実に整

備された方法で患者に対応できるようにスタッフ自信を保護する義務がある。 

エボラ出血熱の伝播は適切な感染制御措置により阻止できるものである。EMS の

各機関は、それぞれの責任者とともに、感染制御のポリシーと手順、および管理

対策、環境対策、通信対策についての適切な計画の見直しをする義務がある。

このチェックリストは、PUI に遭遇し施療する場合に備えて見直しを行うため、EMS のス

タッフの主な担当エリアに重点をおき、集約的な準備と対応を強化することを目的としてい

る。チェックリストでは、スタッフがエボラ疑似症患者からウイルスを検出しやすくし、ス
タッフ自身を保護し、安全・適切に対応するために当該の機関にできることを徹底させるた
め、実用的で具体的な提案をしている。

このチェックリストは、必須の要件を示したり 

、国家基準を定めることを目的としたものではない。これは各機関の準備支援になるように、

取り組みをリストアップしたものである。各機関の状況は異なるものであり、それぞれの特

定のニーズを満たすためには本文書をそれぞれの状況に合わせて翻案し活用すべきである。

このチェックリストでは、EMS スタッフとは以下の状況におかれる勤務者のことである：入

院前の救急医療を提供する、エボラ出血熱患者の血液または体液に PPE を介して触れる、汚

染された医療品や医療設備に携わる、汚染された環境への曝露、常勤・非常勤またはボラン

ティア。

EMS のためのこの詳細なチェックリストは、HHS チェックリストのセットの一部である。

このガイダンスは、EMSの各機関およびシステム専用であり、エボラ出血熱が判明してい

るまたは疑似症患者の管理のための EMS：救急医療システムならびに 9-1-1 Public Safety 

Answering Points（PSAPs：緊急通報受付センター）に対する CDC の暫定的ガイダンス

には、個々のプロバイダーや PSAPsのための情報が含まれている。 

CDC は 24 時間年中無休で相談を受け付けており、CDC Emergency Operations 

Center（EOC：緊急オペレーションセンター）には電話（770-488-7100）または E メ

ール（eoc report@cdc.gov.）にて問い合わせが可能である。 

C=Completed（完了）、IP=In Progress（進行中）、NS=Not Started（開始前）
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http://www.cdc.gov/vhf/ebola/transmission/index.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/interim-guidance-emergency-medical-services-systems-911-public-safety-answering-points-management-patients-known-suspected-united-states.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/interim-guidance-emergency-medical-services-systems-911-public-safety-answering-points-management-patients-known-suspected-united-states.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/interim-guidance-emergency-medical-services-systems-911-public-safety-answering-points-management-patients-known-suspected-united-states.html
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  患者特定のための準備 C IP NS 

  

広範囲にわたる交通手段や不確実な管理手段を備えた国からの旅行者のアクティ

ブモニタリングおよびダイレクトアクティブモニタリングに関するガイダンスを

確認する。当該国と当該地方の公衆衛生対策の実施についての情報を常に把握す

る。   
 
 

  

全スタッフが、エボラ出血熱の PUIに関して接触するにあたっての プロトコール

と手順手技に精通していることを徹底する。州および現地の公的なリエゾンと情

報交換することに対して責任を負う EMSシステムで、接触時の方法・場所を確

認する。エボラ出血熱は、 地方、州、連邦の公衆衛生に報告後も、情報交換を行

う必要がある。    
 
 

  

EMSスタッフが現行のガイダンスである Interim Guidance for Emergency Medical 
Services Systems and 9-1-1 Public Safety Answering Points Emergency Medical Services 
Systems.を把握しているよう徹底する。   

 
 

  
エボラ出血熱の症状ないし徴候を確認する方法と 曝露のリスクを回避する方法に

ついて、全 EMSスタッフに研修を行う。    
 
 

  
エボラ出血熱の PUIと判断する基準を満たしている人物に関して参照するため、
CDCのエボラ出血熱の症例定義 をチェックする。   

 
 

  

EMS施設内の目に見える場所、EMSステーション、 その他に EMSスタッフが頻
繁に足を運ぶ場所に、スクリーニング基準を掲示する。例として 本書の最終ペー
ジを参照。   

 
 

  

彼らが患者の評価と管理の手順にエボラ出血熱のスクリーニングを組み込み、 報
告、隔離、個人保護具（PPE）着用の手順を開始できるよう徹底するため、 スタ
ッフに対する抜き打ち検査やチェックを行う。    

 
 

               
  感染予防のための準備 C IP NS 

  

エボラ出血熱に対して電話をしてきた相談者に、渡航歴または潜在的曝露なども
含めて エボラ出血熱の患者の症状ないし徴候について質疑応答するとともに、 現
場に到着が予定されている EMS職員には適切な手順に従って正しく PPEを装着で
きるように通知しておく。    

  
エボラ出血熱の蔓延を阻止するために適切に対応するための感染制御の手順を見
直し、必要に応じて更新する。必要に応じてスタッフに研修を行う。    

  

患者の臨床症状に基づく PPEのオプションについて EMSガイダンスをチェック
し、 標準的な予防措置、接触に関する予防措置、および飛沫に対する予防措置に
適切な PPEを確実に供給できるサプライヤーの詳細なリスト表を 作成する。     

  

感染予防手技や手順を現地の業務内容に合わせて考えているか確認し、 PPEが労
働安全衛生庁（Occupational Safety and Health Administration: OSHA）、 米国国立労
働安全衛生研究所（National Institute for Occupational Safety and Health：NIOSH）、 
米国食品医薬品局（Food and Drug Administration：FDA）、 および機器標準化と 
相互運用性に関する諸機関の委員会（Interagency Board for Equipment 
Standardization and Interoperability）が定義する全国的に認められている基準を満た
していることを確認する。    

  
計画、プロトコール、そのほか 相互運用性と仲介機関/施設の調整を促進するコミ
ュニティー/連立パートナーからの PPE購入について見直しを行っている。    

     

  
エボラ出血熱用の PPEの供給品がすべての患者ケアのエリア（輸送ユニットおよ
びバッグ/キット内）に 渡るよう徹底する。     
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全 EMSスタッフに対し、以下の検査を実施： 
• PPEと感染制御に関する研修の要件をすべて満たしている
• 正しい方法で PPEを着用および着脱できる
• しかるべきメディカルクリアランスがある、

• 呼吸用マスクのフィットテストで適合済みである

• エボラ出血熱の PUIに対する処置と曝露予防措置の研修を受けている。
CDC の隔離基準の注意事項についてのガイドラインをチェックし、EMS スタ
ッフに伝えている。EMS による PUI 隔離のためのプロトコールと手順を必要

に応じて見直しを行い更新する。 

標準的感染制御、接触感染制御、および飛沫感染制御が確かであることを

頻繁な抜き打ち検査（たとえば品質保証等を通して）で確認し、PPEの安

全な着用と着脱を含む隔離のガイドラインに従っていることを確認する。 

輸送ユニットで患者に同行する全 EMSスタッフが適切な PPEを着用してい

ること、また CDCの暫定的ガイダンス（CDC Interim Guidance for 

Emergency Medical Services Systems and 9-1-1 Public Safety）に従い、治

療中や搬送中の PUIへの曝露を抑えていることを義務づけた手順の実施を適

宜徹底している。 

エボラ出血熱への曝露および/または罹患する可能性のある EMSスタッフのス
クリーニング、隔離、診察、モニタリング、および管理について、自施設の規

定と手順の見直しを行っている。

スタッフ配置、補助的サービス、ベンダー、およびその他の事業連続

プランのための非常事態計画を考案している。

環境クリーニングの手順の見直しを行い、教育および再教育の研修

を適切なスタッフに行っている。 

エボラ出血熱に曝露された、または罹患した EMSスタッフのスクリーニング
および仕事の規制に関して、懲戒的なものではなく柔軟性があり公衆衛生のガ

イダンスとも整合するポリシーと手順の見直しを行っている。必要に応じて、

教育および再教育の研修を適切なスタッフに行っている。

EMSスタッフが診察をすぐに受けられる体制（電話による方法も含
む）を設けている。

対応のための準備 C IP NS 
公衆衛生非常事態の期間に EMSの機関のリーダーが自らの機関が担当すべきこ

とに精通していることを確認する。PUIについて、また患者の安全な搬送の計画

について、当該機関に連絡/通知する手順とプロトコールを調整する。 

エボラ出血熱の最前線に立つ医療施設、エボラ出血熱の評価担当病院、エボラ出

血熱の治療センターを用意するための病院の段階的アプローチとガイダンスにつ

いて常に最新の情報を得るとともに、管轄権利上の計画の調整を適宜行う。
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以下ついて EMSスタッフと施行し、頻繁に訓練を行う。  
• 鍵となるステークホルダー、連立パートナー、公衆衛生、救急処

置などを含む適切な機関や施設間の調整と連絡。  
• 患者を仕分ける適切なトリアージ法のほか、エボラ出血熱のスクリー 

ニングの問題。  
• PPEの着用および着脱など、感染性疾患に対する適切な手順や

プロトコール。  
• 疾患の特定、検証、試料の採取と輸送の手順。 

• 隔離、検疫、安全対策の手順。 

• 連絡および報告の手順。 

• クリーニングと消毒の手順。  
• 医療用廃棄物の処理。  

 

以下を行う連絡/広報担当管理官の決定を検討する。  
• 適切な文献や掲示物の作成（論題は、リスクの定義や、患者、家族、接

触者についての内容でもよい）。  
• リスクコミュニケーションのメッセージの対象となる公衆衛生

がエボラ出血熱の PUIの場合に利用できるように調整。  
• EMSスタッフ、患者、接触者へのエボラ出血熱の伝播につい

ての適切な文献を要請。  
• 承認を得て、綿密に検証し、リハーサルし、訓練を行った書面

および口頭でのメッセージを用意。  
• 部内の責任者や臨床医に協力し、部内のコミュニケーションにつ

いて対応して綿密に調べ、EMSスタッフに情報として常に知らせ
る。   

意思決定者に対し、規制上の状況に応じた概略のプランには以下が含まれる。  
• 特定され公共保健当局に届け出済みのエボラ出血熱の PUI。 
• 隔離、検疫、曝露の報告。 
• サプライヤーとロジスティックの課題。 
• スタッフの状態。  
• 非常事態計画とスタッフ配置についてのポリシー決定。   

広範囲にわたる伝播がみられる各国の状況認識、あるいはエボラ病例が報

告されている場所の不確かな制御処置、旅行の通知、公衆衛生勧告につい

て、最新情報を得る。患者の評価と管理のガイドラインを状況に応じて更

新する。   
エボラ出血熱の情報を教育的な活動（例：初回教育/再教育の研修、ドリ

ル、エクササイズ）に組み込む。   
必要に応じて、公衆衛生情報、医学関連情報、状況認識について、EMS、健康

管理システム、政府の地方、国、連邦、民族自治区および特定領域のレベル、

民間セクター間でさまざまな管轄権利上の観点から学際的な意見交換を行う。  
 
 
 
 
 
 
 

76

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/distribution-map.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/distribution-map.html'
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/distribution-map.html'
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/distribution-map.html
http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/ebola


リソースの早見リスト

CDC には、エボラ出血熱が疑われる患者あるいは確定した患者に対する対策を行う各機

関に役立つようなリソースや参考資料がいくつかある。その他のリソースも開発中である。

専門家がエボラ出血熱について知見を深めるにつれて、情報やガイダンスが変化する可能

性がある。頻繁に CDCのエボラ出血熱のホームぺージを参照し、CDC のヘルスケア従事

者や現場のための情報 をチェックする必要がある。 

以下の情報源を利用して、エボラ出血熱について最新情報を得てください（登録が必要なも

のもある）。  
• CDC ヘルスアラートネットワーク（Health Alert Network：HAN)

• CDC 臨床医の活動範囲とコミュニケーションアクティビティ（Clinician Outreach and

Communication Activity：COCA）

• CDC 国立職業保安・健康協会

• 米国労働省の労働安全衛生行政ニュースレター（Occupational Safety & Health

Administration Newsletter）

最新情報については、CDCの ヘルスケア従事者と現場のための CDCのウェブサイトを定期
的にチェックされたい。国および現地の健康関連部署への質問は、CDC Emergency Operations 
Center (770-488-7100 or eoc rep ort@cdc.gov)に問い合わせること。 
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序文

将来に備えて

世界保健機関（WHO）に加盟しているある国の保健省に、辺境の県内にある
2 つの村で起きたとされる、急速に進む重度の呼吸器疾患のアウトブレイクの噂
が届いた。調査団をその県へ派遣したところ、アウトブレイクは約 1ヵ月早くか
ら始まっていたことが判明した。調査団は前月の症例数は 50 例以上であること
を突き止めた。罹患者は全年齢層に渡っていた。現在、20 人の患者が州立病院
に入院している。すでに 5人が肺炎と急性呼吸不全で死亡している。周辺地域の
サーベイランスは強化されており、全州から新規症例が検知されている。呼吸

器からの検体が患者の数例から採取され、国立研究所で検査された結果、A 型
インフルエンザウイルス陽性であるが、それ以上の亜型分類ができないことが

判明した。分離株はさらに解析するために、WHO インフルエンザリファレンス

センターへ送られ、これまでにヒトから分離されたことのない亜型のインフル

エンザ A（H6N1）と特定された。さらに遺伝子配列の解析から、このウイルス
の遺伝子のほとんどが鳥類のインフルエンザウイルス由来であり、残りの遺伝

子はヒトのインフルエンザウイルス由来であることが示唆された。この情報は

直ちに、最初に症例が検知された保健省とWHOの世界インフルエンザ・サーベ
イランス・ネットワーク全体に報告された。

さらに多くの症例が周辺の町や村で発生した。この新たなインフルエンザウイ

ルスは、主要新聞各社の一面をにぎわせ、主なニュースネットワークのトップ

ニュースとなり始めた。WHO は各国に対し、インフルエンザのサーベイランス

と感染コントロールの取り組みの強化を要請した。この地域のすべての政府の

主要職員に対し、サーベイランスの強化に応じて毎日情報を提供した。

その後の 2か月間に、近隣諸国でもアウトブレイクがみられた。全年齢層から症
例が報告されているが、最も深刻であったのは若年成人とみられた。20 例あた
り 1例の死亡であった。蔓延の速度は非常に速く、各国が渡航制限や検疫などの
措置を開始した。教育施設は閉鎖された。抗ウイルス剤の供給量は厳しく制限

されており、適切なワクチンを入手できないため、パニックが広がり始めてい

た。

1 週間後、感染蔓延地域からの航空機の搭乗者に呼吸器症状を呈した者がおり、
H6N1亜型ウイルスが分離されたとの報告があった。 

その後 2、3 週間が経過して他大陸でも限局したアウトブレイクの報告が出始め
た。学校や職場の欠席率が上昇し始めた。保健省の電話はなり続けている。印

刷メディアや電子メディアでは新型ウイルスの拡散をトップニュースとして取

り上げ続けている。一般市民はワクチンを強く求めるものの、依然として入手

できない。抗ウイルス剤は得られない。警察、地方公共団体、交通機関では深

刻な労働者不足となり、その結果、基本的社会サービスが著しく損なわれた。

病院や外来のクリニックでは、医師、看護婦、その他の医療スタッフ自身が発

症する、あるいは恐怖で勤務できないなど、すぐに深刻なスタッフ不足となっ

た。高齢の慢性疾患患者は感染を恐れ、思い切って外出できない。地元の病院

の救急病棟は受け入れの限界を越え、たちまち肺炎治療に必要な人工呼吸器が

不足した。健常な成人の息子や娘が初めて発症してから数日で死亡するなどし

て、親たちはひどく取り乱した。主要空港のいくつかは、航空管制官の病欠者

が多いため閉鎖された。その後の 6～8 週間で、パンデミックがこの地域を一掃
する一方、医療をはじめそのほかの基本的な地域サービスは崩壊するばかりで

あった。
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準備は万端？ 
 

インフルエンザパンデミックによって引き起こされる、ヒトの死亡や罹患、

社会的崩壊、経済的影響の阻止または最小限に抑える準備対策は万全か？ 
 

インフルエンザパンデミックとは 
 

インフルエンザパンデミック（または世界的大流行）は、誰もが免疫を持

っていない新しいインフルエンザウイルスの亜型の出現で生じる。これは、

症例数と死亡例が非常に多く、世界的に蔓延し、連続的な流行が何度か起

きる。国際的な物流や輸送の発展や都市化現象に伴い、新しいインフルエ

ンザウイルスによる流行は世界中に急速に広がる可能性が高い。 
 

新しいインフルエンザウイルス：パンデミックが起きるしくみ 
 

毎年発生するインフルエンザのアウトブレイクや流行は、A 型と B 型のイン

フルエンザウイルスによって引き起こされている。これらの流行は、前回

のウイルス感染後かワクチン接種によって獲得した免疫から、抗原性の小

さな変化により免れられるようになったインフルエンザウイルスに引き起

こされる。 
 

A 型インフルエンザウイルスのみが、パンデミックを引き起こしうる。A 型

インフルエンザウイルスの表面抗原タンパクの一方あるいは両方に、大き

な抗原変異が生じると、まったく新しいウイルスとして、誰も免疫を持っ

ていないことになる。またこのウイルスにヒトからヒトへと感染して蔓延

する能力がある場合にはパンデミックが発生する可能性がある。 

 
世界的規模のパンデミックは数百年にわたって報告されている。最も詳細

な記録があるパンデミックは、1918 年（H1N1、スペインインフルエンザ）、

1957 年（H2N2、アジアインフルエンザ）および 1968 年（H3N2、香港イン

フルエンザ）に発生したものであった。 

 
インフルエンザパンデミックの結果 

 
インフルエンザパンデミックは 20 世紀に、世界的規模で数百万人の死亡者、

社会的混乱、膨大な経済的損失をまねいた。インフルエンザ専門家は、イン

フルエンザパンデミックは再び発生するとの見解で一致しているが、発生時

期は不明とのことである。将来のパンデミックウイルスの特性は予測できる

ものではない。新しいウイルスの病原性の強度、影響を及ぼす年齢層などは

不明である。栄養状態や医療の向上などの効果は、海外旅行や免疫機能を同

時に低下させる HIV/AIDS のような健康危機の影響と比較し、検討する必要

がある。準備対策の程度は最終的な死者数にも影響を与える。しかしながら、

控えめなシナリオを描いても、世界は非常に短期間で 2億 330 万人の外来受

診者、520 万人の入院患者、世界中で 740 万人の死亡者が生じると推計され

ている。 

 
感染症の流行は、相互に密に関連し依存し合う世界では、その人的被害以外

にも甚大な社会的、経済的被害をもたらす。たとえば、2003 年の重症急性

呼吸器症候群（SARS）のアウトブレイクは、感染発生国よりも離れたとこ

ろでの患者や死亡者の発生数の比率の方がはるかに高く、経済的損失や社会

的混乱を巻き起こした。インフルエンザは SARS とはまったく異なるが、パ

ンデミックも同様に社会や経済の混乱という被害を生むことが予測される。 
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パンデミックは頻繁には発生しない。最後に大規模なインフルエンザパン

デミックが発生したのは 1968 年であったが、その後は、以前はトリだけが

感染していた高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）ウイルスが、ヒトに疾病を

数回起こしている。HPAI のアウトブレイクにより、インフルエンザウイル

スが、HPAI のヒト感染に伴う高い致死率と、季節流行するヒトのインフル

エンザの高い感染性をどちらも備えていれば、次回のパンデミックはいつ

でも起こりうることが判明している。各国政府や関係部署がパンデミック

に備えるための戦略とプログラムを策定する必要がある。

事前準備の必要性

パンデミックの対策計画を立てる目的は、各国がインフルエンザパンデミ

ックを把握して克服するために準備することにある。計画を立てることで

パンデミック株のウイルスの伝播を抑制するとともに、患者数、入院数、

死亡数を減らし、基本的な社会サービスを維持し、パンデミックが経済や

社会に及ぼす影響を抑える一助となる。

さらに、インフルエンザパンデミックの事前対策の青写真があれば、新興

の、感染が非常に蔓延しやすく、重篤な感染症の発生に伴うその他の大災

害にも対応した、より大規模な危機管理計画として利用しやすい。

パンデミック事前対策用チェックリストの利用方法 

インフルエンザパンデミックの対策と対応のキャパシティは国ごとに異な

るため、各国がそれぞれの計画段階の過程にあると思われる。このパンデ

ミック事前対策計画用チェックリストの目的は、事前対策として最低限求

められる要素の概要を示すとともに、望ましいとされる対策の概略を示す

ことにある。計画を立案している各国の担当部署や研究機関は、チェック

リストの概要のうち、それぞれが責任を持って担当する特定の部分につい

て検討することが推奨されている。すでに、パンデミック事前対策計画が

ある国は、このチェックリストを現在の計画の完成度の評価に利用できる。

このチェックリストに加えて、各国の計画をさらに段階的に立案すること

を支援するため、WHO は、チェックリストに基づいてより包括的なガイド

ラインを考案している。この包括的指針には、特定の活動が重要とされる

理由などにも触れ、より多くの基本的情報が盛り込まれることになる。今

なおパンデミック計画に着手していない国は、入手可能になり次第、この

包括的指針と併せて必須項目のチェックリストを参照することを推奨する。

計画策定には、各国の責務、努力、投資を要する。本チェックリストは一

国の事前対策計画の代用とはならない。

パンデミック事前対策はすぐには準備できない 
非常に人口規模が小さく中央集約型のインフラと官僚制度が整えられてい

ない限り、どのような国でも、数週間あるいは数カ月で詳細かつ総合的な

パンデミック計画があっても準備が間に合うと考えることは現実的ではな

い。この種の計画に時間がかかる理由として、多部門的アプローチを要す

ること、またコミュニティの参画が必要であることの 2 つが挙げられる。 

多部門的アプローチとは、政策決定、法改正の検討や起草、動物保健、公

衆衛生、患者看護、ラボ診断、診断検査法の開発、コミュニケーションの

専門技術、災害管理などを含む、政府のさまざまな階層と異なる専門分野

の人が関与することを意味する。と言う意味である。コミュニティの参画

とは、地元の知恵、専門技術、リソース、ネットワークの至適活用をする

と言う意味である。これは、一般の人々の積極的な関与を促し、政策決定

に必要な取り組み姿勢を作るうえで効果的な方法である。
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チェックリストの
必須要素 

 
 
 
 

多くの国々が、危機管理や現実の重症急性呼吸器症候群（SARS）や高病原

性鳥インフルエンザ（HPAI）への対応を通して、パンデミック計画や対応に

対する経験を培ってきた。SARS をヒトで、HPAI を鳥類で最初に確認したパ

ンデミックの可能性があるものの代表として、これらのアウトブレイクから

学んだことをチェックリストに組み込まれた。これらのアウトブレイクから

得られた経験から、パンデミック事前対策は常に改善の余地があるといえる。

このチェックリストも、各国のパンデミック事前対策計画と同様に定期的な

改訂が期待される。 

 
このチェックリストは、包括的になるように作られたもので、主に以下の項

目に分けた。 
 

─  緊急事態に対する事前対策 

─ サーベイランス 

─ 症例の調査および治療 

─ 疾病の社会への蔓延予防 

─ 基本的社会サービスの維持 

─ 研究および評価 

─ 国家計画の実行、検討、および改訂 
 

 
 

各国が優先順位を決定する際に役立つように、国家規模パンデミック事前対

策計画の必須要素と望ましい要素を分類した。必須要素は、インフルエンザ

事前対策計画を策定するすべての国がそのリソースの有無にかかわらず考慮

する必要がある、 
 

チェックリストの案の作成中に、必須要素に関してさまざまな意見が示され

た。表 1 には複数の専門家の意見と協議の結果 1が反映されており、各国が

必要に応じ適宜利用できる。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 リソースが限られた国のインフルエンザパンデミックに関する非公式の協議, Kuala Lumpur, 

Malaysia, 23–25 June 2004.Geneva, World Health Organiza-tion, 2004 
（WHO/CDS/CSR/GIP/2004.1. 
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表１.チェックリストの必須要素と望ましい要素  
 
セクション   必須 望ましい 
   

1. 緊急事態に対する事前対策   
1.1 はじめに X  
1.2 指揮命令系統と対応 X  
1.3 リスク評価 X  
1.4 コミュニケーション X  
1.5 法的および倫理的問題   

 1.5.1 法的問題 X  
 1.5.2 倫理的問題  X 

1.6 パンデミック期別の対応計画 X   
 
2. サーベイランス  

2.1 パンデミックの狭間の期間のサーベイランス  
  — 通常時 X 
  — 早期警戒 X 
 2.2 サーベイランスの強化 X 
 2.3 パンデミックサーベイランス X 
   

3. 症例の調査と治療  
 3.1 診断力  
  3.1.1 現地検査機関のキャパシティ X 
  3.1.2 委託検査機関の有無 X 
 3.2 疫学的調査および接触者管理 X 
 3.3 臨床的管理 X 
   

4. 疾患の地域社会への蔓延予防  
 4.1 公衆衛生学的対策 X 
 4.2 ワクチンプログラム X 
 4.3 予防法としての抗ウイルス剤の使用 X 
   

5. 必須のサービスの維持  
 5.1 保健医療サービス X 
 5.2 その他の必須のサービス X 
 5.3 回復 X 
   

6. 研究および評価 X 
   

7. 国家計画の実施、検証、および改正 X 
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1. 緊急事態に対する事前対策 
 
 

本章の論題は、国家が現在着手している健康上の緊急事態に対するあらゆ
る対策で考慮すべき一般事項であり、インフルエンザパンデミックへの対
策としてのみ適用されるものではない。これらの事柄への取り組みについ
ては、重複を避けリソースの有効利用をするため、既存の緊急事態計画や
組織との協調を目指すことが強く勧められる。 

 

1.1  はじめに 
 

根拠 
 

パンデミックに対する備えは容易ではない。計画を書き上げるにはヒュー
マンリソースが必要であり、予防的対策には大幅な投資を要するものもあ
る。地域社会全体に影響を与えるような意思決定を下す必要もある。意思
決定者が、パンデミックの前および最中に困難な選択を進んで行い、また
それができるようにするためには、政治的、官僚的な視点からの積極的な
取り組み姿勢が必須である。計画とその実施が一般に受け入れられるため
には、地域社会の関与もまた確実にしておく必要がある 

 

対応すべき課題  
政府の最上層部が、パンデミックが人的、社会的、経済的影響を及ぼすこ
とを認識しているか否か？このような事態に対する備えを行うことにつき、
政治的、官僚的な視点からの積極的な取り組み姿勢があるか否か？計画の
過程において、どのように地域社会が関わるのか、その戦略が明確になっ
ているか否か？ 

 

チェックリスト 
 
□ 政府のしかるべきレベルにおいて、インフルエンザパンデミックに対

する備えの重要性 についての認識があり、その目的が認知されている

必要がある。 

□ 予期される対策計画のすべてについて、財政的支援が約束されている

必要がある 

□ インフルエンザパンデミック事前対策計画を作成し、改訂することに

責任を負う組織、または個人を複数選任するべきである。 

□ 計画の各段階を完成させるための、現実的なスケジュールを確立する

必要がある。 

□ 計画に寄与すべき者、およびすべての組織の代表者などを明らかにす

ること。これらには以下を含む：  

─ 予防、治療、診断サービス；国家薬剤規制当局；国家インフルエ

ンザセンター、医 師会代表者（例、一般開業医および呼吸器専門

医）・看護師や薬剤師の組織の代 表者などを含む、国家および地

域の公衆衛関係当局 

─ 国を代表する著名なウイルス学者および疫学者、科学研究所ある

いは大学 研究施設の代表者 
─ 獣医領域の専門家、および動物のインフルエンザウイルスの専門

家  医療施設の利用や薬剤使用、あるいは健康指標をモニタリン

グする公的あるいは私的機関の代表者 
─ 製薬メーカーまたはその流通業者の代表者 
─ 社会（基盤）サービス提供団体の代表者 
─ 軍、または他の政府緊急対応機関あるいは同対応チームの代表者 
─ 赤十字社のような、非政府機関またはボランティア組織（任意団 

体）の代表者 
─ テレコミュニケーション（遠隔通信）、そしてメディア・リレー

ション（メディアとの連携）の専門家の代表者 
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□ 計画立案過程における役割と分担について、すべての関係者および関

係組織の合意が不可欠である。

□ 上記の関連組織を代表するような中核となる国家パンデミック計画委

員会を編成する。

□ パンデミックが発生していない、緊急事態ではないときに、定期的な

国家パンデミック計画委員会の開催、すなわち、パンデミックの可能

性をもつ早期警戒段階、またはパンデミックが地域に限局して起こっ

ている段階で、定期的に委員会を開くこと への合意が必要である。

□ パンデミック対策計画が準備されていることを、特定の対象とする聴

衆（政治的、政府、専門家グループ、より広範囲の一般の方）へ周知

する。

1.2 指示系統と対応 
根拠

明確かつ要領を得た決定をし、すべての関係者により支持された統一方針を

保持するためには、感染症制御対策における様々な活動の担当責任を誰が担

っているか、そして限局したアウトブレイクが重大な緊急事態になった場合

に、それがどのように変わるのかということ を知っておくことが不可欠で

ある。さらに、対応（渡航や貿易の禁止、検疫の強化など）の際に、誰が重

要な要素の担当責任者であるかを知っておくことが不可欠である。

対応すべき課題

インフルエンザパンデミック発生時の意思決定者は誰であるのか：総理大臣

あるいは大統領か、保健省あるいは他の省庁か、または地域の役人か？講じ

られるべき対策について政府に助言する者、またその助言の位置付けはどの

ような扱いになるか？対策の決定とその実行命令は序列体系によるのか、そ

の体系は他の国家機関や準国家（緊急時）機関（農業、内務、警察、消防な

ど）に知られているか？ 誰もがすべきことを把握しているか？ 

チェックリスト

□ 健康危機対応に関係するすべての組織の管理と意思決定過程の概要を示

す、指示命 令系統と対応の体系が提示されている必要がある。これには

以下のものを含む：

─ 医療部門と他の緊急事態対応部門間の連携

─ 国と地方または地域間の連携

□ 既存の緊急時の指揮命令系統と対応の枠組みは、最適に利用され尊重さ

れるべきで ある。

□ パンデミックの間は、関係者全員が自らの役割と責務を自覚しておく必

要がある。これは各組織の実施計画に反映されるべきである。

□ 必須機能の、標準的な実行手順の作成が必要である。これらには、以下

の手順を含 む：

89



─ 警報とアウトブレイクの確認方法 

─ 緊急時対応チーム設立の基準 

─ 状況報告の作成、ブリーフィング（簡潔な状況説明）、情報の裏付

けなどの、情報 の流れ  政治的な意思決定 

─ 重大な局面（ガイドラインの作成を含む）における、医学的/科学的

コンセンサスを 得る手法 

─ 広報の作成と普及 

─ 緊急時の人材管理 
 

 
1.3 リスク評価  

根拠  
戦略をより適切に集約させるために、予想されるパンデミックによるインパ

クト（影響の規模）について、医療分野だけでなく他の必須社会サービス分

野についても予測しておくことが推奨される 
 

対応すべき課題  
一般診療あるいは地域の診療所、病院、死体保管所におけるインフルエンザ

パンデミックによる影響を、国レベルでモデル化あるいは推計しているか？

パンデミックが国の必須社会サービスに対して、どのような影響をおよぼす

のか？ 
 

チェックリスト  
□ 様々なリスクグループでの、異なる発症率、発症パターンにおけるイ

ンフルエンザパンデミックのインパクトについて、モデル化研究を実

施する。影響の尺度には、ヘルスセ ンターの訪問者数、外来または一

般診療所の受診者数、病院の入院者数と死亡者数の推計値を含むこと

ができる。この他に、他の政府当局によるモデルを、自区域の人口 に

対してそのまま利用、または適合させて用いることができる。Center 

for Disease Control and Prevention （アトランタ、アメリカ合衆国）は、

他の国々を支援するために、ウェブサイト上で無償ソフトウェアを提

供している（FluAid and FluSurge）1。 

 

□ さらに、経済的なインパクトを評価することが、パンデミックへの事

前対策活動が必要で あることを示す一助となるであろう。 

□ モデル化により、様々な（リスク）グループにおける抗ウイルス剤、

かつ/またはインフル エンザパンデミック株のワクチンを用いた考え得

る介入の効果を予測する。 

□ パンデミックが起こる前およびその最中に、特定のグループや文化的

背景 （言語、メディアへのアクセス、宗教習慣など） について配慮す

る必要性を評価する。 
 

1 参照： http://www.cdc.gov/flu/references.htm 
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1.4  コミュニケーション 
根拠 
すべての感染症のアウトブレイクを管理するうえで、コミュニケーション戦

略は、重要な要素であり、パンデミック発生時には不可欠である。望まない、

または予期できない社会的な混乱と経済的な被害を最小にし、対応の成果を

最大限に引き出すためには、あらゆるレベルからの正確で迅速な情報が重要

である。

対応すべき課題 
リスクの評価や研究の解釈を行い、その公衆衛生との関連性を決定する科学

的委員会があるか否か？国際機関との情報交換から、公衆衛生部門、医療部

門、国内で幅広く人々にパンデミックの進行状況やインパクトについて常に

情報提供されることも含め、あらゆるレベルで対処する、コミュニケーショ

ンの実行計画を持っているか？すべての利用可能なメディアの総覧はある

か？一連の責任の所在は明らかであるか、また専任スポークスマンは誰か? 

1.4.1 パブリックコミュニケーション 

チェックリスト

□ さまざまなターゲット・グループ（報道機関，一般国民，医療従事者，

国会／議会，特定のリスクグループなど）に対応した、隅々まで届けた

いキーメッセージ（主要伝達要件）、必要とされる素材（ウェブサイ

ト、小冊子、各言語での情報など）、対象グループ に届けるための普及

方法などについて言及したコミュニケーションプランを開発する。 

□ プランの一部として、インフルエンザパンデミックに関する国あるいは

地域の公式ウェブ サイトを確立することを考慮する。他国が作成した同

様のウェブサイトにおける、提供情 報の質と妥当性を評価した上で、こ

のウェブサイトをリンクする。

□ パンデミックの前とその最中においては、正確で迅速なメッセージの作

成を支援できる 専門技術者との良好な関係を確保する。

□ パンデミック期には、専門家やコミュニティ集団を含む様々なターゲッ

ト・グループに 対して情報を提供するために、ファクトシートやパンデ

ミック事前対策に関する一般情報のまとめを作成する。地域でそれぞれ

作成されたファクトシートが国内で一貫したものであるように徹底す

る。 

□ 国および地方レベルのパンデミックに関するスポークスマンを指名す

る。これらの人々 は、より広域な社会に対する、すべてのメディア発表

情報に対して責任を持つ。 これら のスポークスマンに対して、国およ

び地方のレベルで適切な技術的支援が、確実に提 供されるようにする。

□ パンデミックの期間中は、メディアへの状況説明が定期的に確実に行わ

れるようにする。パンデミックが地域的に起こったときには、毎日の簡

単な状況説明が必要であり、またすぐにそれが適切となる。

□ パンデミックの期間中には、情報提供のための資料を、確実に定期的に

再検討し、また入手可能となる新しい関連知識でアップデートする。
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1.4.2 対策の関係者間のコミュニケーション e 
 

チェックリスト  
□ パンデミックのすべてのフェーズにおいて、関連情報の収集と提供を調

整するために、保健医療に責任を持つ部局あるいは省の中にグループ

（既存のグループが望ましい）をひとつ指定する。メンバーには、保健

医療、農業、緊急時救援サービスに関する部局あるいは省、医科大学、

一般診療組織（医師会、臨床医会）、および 消費者団体の代表者を含

む。このグループの代表は、国のパンデミック計画委員会の 一員であ

るべきである。 

 

□ 国内当局、WHO、および他の国連諸機関のあいだで情報を共有するメカ

ニズムを確立する。国際保健規則（International Health Regulations）の実

施のために設置された既存の機構と調整させる、あるいはその機構を利

用する。 

 

□ 国の組織と国を超えた地域当局の間に、迅速で継続的な情報提供機構を

確立する。このような情報には、疑わしい例あるいは確定例の症例定

義、ワクチンおよび抗ウイルス剤の 使用方針、臨床管理ガイドライ

ン、確認された症例の数とその場所、インフルエンザの パンデミック

株による死亡、必須社会サービスに対するパンデミックの影響などが含

まれるが、それに制限される必要はない。  

 
□ 全国レベルから地方のレベル、そして地域社会に設立されているかもし

れない救急施 設を含む個々の医療施設に至るまで、迅速に継続的に情

報提供するための機構が、まだ利用できる状況にない場合は、それを確

立する。 

 

□ まだ利用可能でない場合は、国内での迅速なコミュニケーションのため

に必要とされる技術およびネットワーク（電話会議、ファックス設備、

インターネット、電子メールなど）を導入する。  

 

 
1.5  法的および倫理的問題 

 
1.5.1法的問題  

根拠  
パンデミックの間は、既存の法律あるいは個々の人権を無視する必要がでて

くる可能性もある。たとえば、隔離の執行（個人の移動の自由を制限する）、

個人所有のビルを病院として使用する、認可の得られていない薬剤の使用、

強制的なワクチン接種あるいは必 須社会サービスに緊急体制を敷くことなど

が挙げられる。これらの決定には、それまでに考慮された手段に対する評価

の透明性と決定の正当性と、国際法規（国際保健規則）に合致していること

を保証するための、何らかの法的な枠組みを必要とする。 
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対応すべき課題

国家の対応計画のための法的枠組みは準備されているか？この枠組みは、医

療提供、必須社会サービスの維持、導入すべき公衆衛生対策における不測の

事態を考慮しているか?  

このチェックリストの他の項目で強調されている法的な問題を取り出し、別

個のチェックリストとしてここに集めた。他の問題点も付け加えた。

チェックリスト

□ パンデミックの間に、緊急事態の宣言をすることによる利点と不都合を

明らかにする。

□ それぞれの管轄地域では、下記の項目を含んだ、提案される可能性のあ

る公衆衛生学的な対策すべてについて、法的根拠を評価する必要があ

る。

─ 旅行や移動の制限（感染発生が確認された地域を離れたり、訪れた

りすること） 

─ 教育機関の閉鎖 

─ 大規模集会の禁止 

─ 感染者、感染が疑われる人、パンデミック株によるその地域内での

インフルエンザ 感染が確定された地域から来た人の検疫もしくは

隔離 

□ 医療従事者、必須社会サービスに従事する人（5.1 および 5.2 項を参

照）、またはハイリスク者へのインフルエンザワクチン接種の政策的背

景や法的根拠についての検討。パンデミックアラート期やパンデミック

期に、この政策を改善・変更する必要があるかどうかを決定する。これ

らのグループには、その年の季節性流行株に対するワクチンと、パンデ

ミック株へのワクチンの両方を接種することを考慮する。

□ リタイヤした医療従事者やボランティアが、訓練を受けたり、技能を

習得している専門分野 以外の保健や緊急サービス領域において働いた

りしたときの、法的責任、保険、臨時 免許の供与に関して対処する。

□ ワクチンまたは抗ウイルス剤の使用における、不測の副反応に対す

る、特にパンデミック株に対するワクチンの認可過程が早められた場

合には、その法的責任について考慮 する。法的問題は、ワクチン製造

企業、認可局、ワクチン接種の実施者らに影響を及ぼす。

□ 国際保健規則に準拠した、法的枠組みを確保する。

□ 業務に関連した疾病の予防のための国内法に、インフルエンザあるい

はパンデミックインフルエンザ対策を含むことを検討する。

1.5.2 倫理的問題 

根拠

上記に示した様に、倫理問題は法律上の問題と極めて密接に関連している。

これらは基本的な枠組みの一部であり、検疫（感染の可能性あるが発症して
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いない人の隔離）や、あらかじめ定義されたリスクグループへの選択的なワ

クチン接種などの対策の、文化的な許容性 を評価するために必要である。 
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対応すべき課題  
政策の倫理的な面は十分検討されたか? アウトブレイク時の対応に際して、

個人の権利と集団（公共）の利益のバランスをとるために利用可能な、優れ

た倫理的枠組みが存在するか否か？ 
 

チェックリスト  
□ 実験室検査数の割り当てや、パンデミック株用のインフルエンザワクチ

ンや抗ウイルス 剤の供給量などの、限られたリソースの使用を制限す

る事に関した倫理的な問題について検討する。 

 

□ 医療従事者や必須社会サービスに従事する人への、強制的なワクチン接

種に関する 倫理的な問題について検討する。 

 

□ 隔離や検疫の実施によって生じる可能性のある、個人の自由の制限など

に関連した倫 理的な問題について検討する。 

 

□ とりわけヒトに関連する事柄を含むような場合には、研究の倫理的枠組

みの確立を確実 に行う。 
 

1.6  パンデミック期別の対応計 
 

根拠  
危機において迅速かつ適切な対応を円滑にとるためには、関係者全員がすべ

きこととその段取りを把握しておく必要がある。WHO がパンデミックの段

階ごとに、各国の取るべき対策を推奨したとしても、各国はこれらの一般的

な勧告を、それぞれの地方自治体や社会基盤に合致するよう調整する必要が

ある。したがって、あらゆる方面の事前準備をすべて集約し、それぞれのフ

ェーズごとの対応計画を立案する必要がある。 
 

対応すべき課題  
パンデミックのそれぞれの段階における、組織と個人の役割と責任を特定す

る対応計画が 整っているか？ 
 

チェックリスト  
□ 対応計画は、パンデミックのフェーズごとに作成する。この対応計画

は、パンデミックの 各フェーズの期間に固有の対応を示し、先に立て

た事前対策計画の詳細を反映させたものである必要がある。たとえ

ば、ある国がパンデミック対応計画の基本的な面のみを考慮すること

を選択した場合、対応計画はその事前準備の面だけを取り上げること

なる。「WHO の世界インフルエンザ事前対策計画： WHO の役割と前

パンデミック期とパンデミック期における国家レベルの対策への提

言」 を指針として利用する必要がある。1  
 

□ 対応計画は、対応のレベルの変更の鍵となる要因（トリガー）の識別

機構も含んでいるべきである。 
 

□ 対応計画には、それぞれのフェーズにおける特定の対応について責務

を負う組織、できれば、組織中の部局を明示するべきである。 

 
1 最新情報: http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/  
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2. サーベイランス 
 

根拠  
サーベイランスは、科学的根拠に裏打ちされた対策方法の開発を可能とする

ための、継続 的なデータの収集、解釈および提供から成る。サーベイラン

スの目的は、疾病の重症度や対策介入の可能性に応じて異なる。それぞれの

サーベイランス活動においては、明確な目的を持つべきである。 

 

対応すべき課題  
その国において、どのようなタイプのサーベイランスが必要であり、実行可

能であると考えられるか？ 誰がデータの収集や解析について責任を負い、

誰が政策に反映させるために情報を利用するべきであるか？どのようにその

国のサーベイランスシステムを、地域（超国家）システム（現存する場合）

や WHO と調整するか？ 
 

チェックリスト  
□ パンデミック間期、パンデミックアラート期およびパンデミック期にお

けるサーベイランス の目的を定義する。サーベイランス戦略は、当該

国あるいは地域における疫学的状況 のみならず、近隣地域の状況にも

依存する。最後に、サーベイランスは潜在的なパンデ ミック株が最初

に動物で確認されたか、あるいは人で認められたかに依存する。この過

程 を支援するための WHO 指針は現在作成中である。 

□ 専用の財源を確保すること、サーベイランスの訓練を受けた、パンデミ

ック間期サーベイランスのための担当者を確保する。 

□ パンデミックあるいはパンデミックの可能性を伴うアウトブレイクへの

対応期間中における、（強化）サーベイランスの調整センターを確立す

る。 

□ 訓練、スタッフの動員および追加的な国家的手段あるいはシステムの開

発など、緊急非常事態の需要に備える。 

 

2.1 パンデミックの狭間の期間のサーベイランス 
 

根拠  
パンデミック間期におけるサーベイランスでは、インフルエンザの季節的

発生状況の評価の必要、およびパンデミック間期におけるインフルエンザ

ワクチン接種計画の実施を正当化あるいは最大限活用をする必要があると

考えられる。新型インフルエンザウイルスが原因であるような異常なクラ

スター（集積）、あるいは患者数の探知のためには、各々の国が、疾病に

対する（基本的な）早期警戒システムを持つことが不可欠である。システ

ムのタイプや複雑さは状況により異なる。Global Influenza Surveillance 

Network への参加により、その国はパンデミックの可能性を伴うインフルエ

ンザウイルスの 出現に対する、世界的警戒機構に貢献する立場に立つ。 
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対応すべき課題  
当該国には季節的なインフルエンザ発生の状況を監視するシステムがあるか

否か？どの ようにして、新しい株の出現を探知することができるか否か？ 

インフルエンザの様な疾患あるいは死亡の、異常なクラスターを探知するシ

ステムがあるか否か？ 
 

チェックリスト  
通常時 
□ インフルエンザ様疾患（ILI）に対するサーベイランスを確立ある

いは強化する。サーベイランスにおける一貫したインフルエンザ

様疾患の定義および、症例抽出（ケースサンプリング）のための

基準を確立する。 
 

□ インフルエンザのウイルス学的サーベイランスのための定点システム

設立を考慮する。 
 

□ National Influenza Center: NICを設立、あるいは国の 既存のインフルエン

ザセンターが WHO の指定要件を満たすことを確認し、世界的インフル

エンザサーベイランス・ネットワークへの参加を考慮する。国家インフ

ルエンザセンターは、新たに分離された株を、高度な抗原および遺伝子

的解析のために WHO Collaborating Centers へ送付し、その結果は毎年、

北半球および南半球のインフルエンザワクチン構成へのWHOの推奨の

基礎となる（国立研究 所の能力に関しての意見は第 3 章も参照）。 
 

□ 動物および鳥類における疾病の、通常のサーベイランスの責務を負う

組織の適切な代 表者との連携を確立する。 
 

早期警戒  
□ 適切な公衆衛生学的および実験室的調査を実施するきっかけとするため

に、異常な、あるいは原因不明な急性呼吸器疾患の発生の検知を目的と

したサーベイランスの実施を考慮する。サーベイランス活動は、リスク

評価および利用できる能力および施設の両方により決定されるべきであ

る。以下の活動の、ひとつあるいはそれ以上が実施される。 
 

─ 監視用医療機関を基点とした、急性呼吸器疾患を入院時あるいは入

院中に呈した入 院症例のサーベイランス 

─ 急性呼吸器疾患による原因が特定できない死亡、あるいは地域社会

における重症 急性呼吸器疾患のクラスターのサーベイランス 

─ 医療施設での急性呼吸器疾患による原因が特定できない死亡のサー

ベイランス 

─ A 型インフルエンザウイルス感染に用いられる抗ウイルス剤、急性

呼吸器感染症の 治療に一般的に使用される抗生物質、呼吸器症状用

の薬、あるいは（咳を軽くする、抑制するための）鎮咳薬の売り上

げのモニタリング 

─ 異常な疾病あるいは症候群のクラスターを、非公式に報告する別な

情報源を確保する。 これらの情報としては、産業医、定点報告ネッ

トワーク以外の地域の一般開業医、老人介護施設の職員、病院の救

急救命部、学校などからの情報が含まれるがこれに限らない。 
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2.2 サーベイランスの強化（フェーズ 2以上） 
 

根拠 
ある国を脅かすような、パンデミックに至る可能性のある事象が複数生じてい

る時には、その脅威にかかわる事態の進行状況についてより詳しく監視するた

めに、強化サーベイランスが必要となる 1。サーベイランスの形式は、パンデミ

ックの可能性があるインフルエンザウイルス株が、最初に動物、鳥類、あるい

はヒトのいずれで発見されたか、そしてこの新型株が（地域の）どこで知られ

ているか、あるいはどこで循環しているかによる。 
 

対応すべき課題  
新しい疾病の拡大と、特定のリスクグループにおける症例検知のより良い監視

のために、サーベイランス強化が可能であるか？どのような監視方法が可能

（かつ適法）であり、また、その導入決定の責任は誰が持つのか？情報を収集

し、解釈し、その結果を共有する者は？ 
 

チェックリスト  
□ 強化サーベイランスの目的を定義し、収集した情報に基づいて取られる予定

の対策に ついて説明する。 

□ パンデミックの可能性を持つインフルエンザウイルス株に感染した症例の臨

床像に関する初期情報を考慮し、通常のサーベイランスに用いられるインフ

ルエンザ、あるいは インフルエンザ様疾患の症例定義の再評価の枠組みを

確立する。WHO は、再評価が 必要な際にはいつでもそのウェブサイト 2 を

通じて支援して行く。 

□ どの形式の強化サーベイランスが実現可能であり、誰がその実行の責任者で

あるか明 確にする。パンデミックの可能性があるウイルス株が、ヒト、動

物、鳥類のいずれの間で 循環しているかによるが、以下の形式が含まれる

と考えられる： 

 

─ 商業用の家禽群および家畜群の、原因不明あるいは異常な死亡に関連し

たヒトの 呼吸器感染症の早期警戒 

─ リスクのあるヒト、特に医療従事者（HCWs）に直接関連した、呼吸器

疾患の異常な 集積、あるいは呼吸器疾患に関連した異常あるいは原因不

明の死亡の早期警戒 

─  強化サーベイランスには、以下のグループの動向の監視も含まれると考

えられる： 

─ 感染の広がっている地域、国、国内の地方、州、県、地区からの、すべ

ての交通手 段により来訪する旅行者 

─ インフルエンザに罹患した鳥類や動物（散発例、または集積例）の殺処

分に関わる人々 

─ その他の人々で、例えば農夫や獣医のように、インフルエンザに罹患し

た鳥類や 動物（散発例、または集積例）の曝露を受ける者 

─ インフルエンザのパンデミック株への感染が疑われる、あるいは確定し

た患者（散 発例、または集積例）の看護にあたる医療従事者（HCWs） 

─ インフルエンザのパンデミック株への感染が疑われる、あるいは確定し

た患者（散 発例、または集積例）の臨床検体を取り扱う実験室研究者／

検査技師 

─ 葬儀場関係者 
 

 
1 WHO グローバルフェーズの詳細： http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/  
2 http://www.who.int  
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□ 風評サーベイランスは、通常あるいは強化サーベイランスによって報告

されないかもしれない、インフルエンザのパンデミック株に感染した可

能性がある症例を検知する助けとなるだろう。 
 
 

2.3 パンデミックサーベイランス 
 

根拠  
WHO により宣言された様に、パンデミック期には多くの公共サービスが過

負荷になる。データ収集は、明確な目的がある場合にのみ継続すべきである。

一例としては、医療施設のような乏しい資材の利用計画を支援する場合など

が考えられる。データの収集は、ウイルスの特性、または、流行の傾向に合

わせて調整し、収集労力を減らすることが可能と思われる。例としては、一

旦パンデミックが確認された後には、臨床症状の確認だけで医療受容に対  

する計画のためには十分であるため、検査による確定は不要となると考えら

れる。 
 

対応すべき課題  
パンデミックが地域社会で進行中に、その拡大状況を監視する必要がある

か？ どのような 目的のために必要か？ 監視が必要であるなら、必要なデー

タを収集するために最も容易 な方法はなにか？ 
 

チェックリスト 
□ サーベイランスのあるレベルから、ひとつ上のあるいは下のレベルへ

移行する時期を決める要件を明確にする。「WHO の世界インフルエン

ザ事前対策計画：WHO の役割と 前パンデミック期とパンデミック期に

おける国家レベルの対策への提言」（準備中）を指針として用 いるべ

きである。1 

 

□ 通常のインフルエンザ、あるいはインフルエンザ様疾患のサーベイラ

ンスが実施されて いる場合は、そのサーベイランスをパンデミックの

早期に継続するかどうかを判断する。 

 

□ パンデミックの進行した時期において発病率が高い場合には、通常お

よび早期警戒サーベイランスを制限、あるいはより簡素化することを

考慮する必要がある。ウイルス検体 の限定採取は、その特性を監視す

る目的から継続するべきである。 

 

□ 追加の臨床情報が得られた上で、パンデミックの症例定義の再評価を

実施するシステ ムを確立する（WHO が世界的症例定義を、それぞれの

世界でのフェーズにあわせて 提言する）。 

 

□ パンデミックサーベイランスは以下を含むと考えられる： 

 

─ インフルエンザのパンデミック株への感染が疑われる、あるいは

確定した患者の入 院の監視 

 
1 最新情報： http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/ en/   
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─ インフルエンザのパンデミック株への感染が疑われる、あるいは確

定した患者の死 亡の監視   

─ 必須と認められた公共サービスにおける欠勤者の監視 

─ 情報が入手可能ならば、通常流行するインフルエンザ株に対するワ

クチ ン、およびパンデミック株に対するワクチンの使用状況の監視  

─ 入手が可能であれば、パンデミック株に対するワクチンの副反応報

告の監視 

─ 後の、パンデミック株に対するワクチン有効性の計算に用いるため

のデータを収集 する 

─ 肺炎球菌ワクチンが入手可能で使用されているならば、そのワクチ

ン使用状況とその副反応について監視する 

─ 可能であれば、抗ウイルス剤の使用状況と、それに伴う副反応を監

視する 

 
□ 免疫を獲得したと思われるヒューマンリソースを確保するために、どの

ようにして、この新型ウイルスに免疫を持つと考えられる回復症例を、

職業別に確認することができるか（例：医療従事者や特定の必須公共サ

ービスについている者）を検討する。 

 

□ 意思決定のための情報の集積と解釈の機構を確立する。 
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3. 症例の調査と治療
3.1 診断力 

3.1.1 現地検査機関のキャパシティ 

根拠

新型インフルエンザが疑われる症例の確定診断を迅速にするため、基本的な

診断技能の 利用が確実にできることが不可欠である。そのリソースが限ら

れている国においては、それぞれの専門性を有する検査施設の、ネットワー

クを確立することが効果的であると考えられる。

対応すべき課題

当該国の国内の検査診断施設で、新型パンデミック株と考えられるものを含

む、ヒトおよび 動物のインフルエンザウイルスの検査診断を実施するため

に必要なリソースはなにか？医療分野の専門家はどの検査を実施すべきか、

どこに、どのように検体を発送すべきか知って いるか？ 国内の検査診断施

設のバイオセーフティレベルは、病原性不明の新型株を含め た、インフル

エンザ株を取り扱うレベルに適合しているか？

チェックリスト

□ パンデミック期に各国は、必ずしも株の特定までは必要ないが、少なく

ともひとつの、 型別および亜型診断など、日常的なインフルエンザ診

断が可能である研究施設との連 携を持っている必要がある。これらの

検査診断施設は、WHO に知らせておくべきである。また、それらの施

設に望まれる最低限の検査能力には、免疫蛍光抗体検査（IF）、RT-PCR

が含まれる。この両技術を実施するため の、特に IF は感度の低い技術

であるため、訓練機会が提供されなければならない。

□ 地域の検査能力が確立されたなら、その施設の検査診断能力と安全確保

のために資 金源を確認する必要がある。

□ 型別および亜型別など、日常的にインフルエンザ診断を提供できる検査

診断施設がない場合には、その国々では時折、市販のインフルエンザ迅

速抗原検出キットを使用す ることが可能と考えられる。2004 年 11 月現

在、入手可能な迅速診断キットの多くは、日 常診断用としては十分な

感度や特異度を持っておらず、いずれも亜型診断はできない。 これら

のキットは、他に方法がない場合に、アウトブレイク調査にだけは用い

ることができるが、患者の（確定）診断法としては推奨できない。

□ 呼吸器からの検体と血液の採取と輸送については、WHO によって作成

された手順書 があり、各国はこれを使用する必要がある。1 この手順書

は、患者が管理される可能性 のある、すべての臨床現場で入手できる

ように準備される必要がある。

1 参照： http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/en/
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□ 一般的なバイオセーフティ手順の遵守を確実に行い、パンデミック状況

下であることを 考慮に入れ、その手順の改正が必要であるかどうかを

評価する。 
 

□ BSL（バイオセーフティ・セキュリティレベル）3および 4の研究施設

については、国内の 一覧を作成するべきである。もし、国内にそのよ

うな実験施設がない場合には、他の国 にある BSL3 および BSL4 の研究施

設と提携を行うことがきるだろう。WHOがその支援を 行うことが可能

である。 
 

□ パンデミックの早期においては、インフルエンザ様疾患患者がパンデミ

ック株のインフルエンザであると診断されるとは限らないので、検査数

の増加が必要であるだろう。検 査施設は、比較的突然の通知により、

検査数を増加する事が可能である必要がある。 このような検査の増加

による、検査担当者、試薬、資金、訓練については、可能であれば事前

に確認しておくべきである。 

 

□ パンデミック期に入った際は、全患者について検査を行うことが可能と

は思えない。すでに最盛期に入ったパンデミック期において、どのよう

に検査を割り振るかについての 戦略が必要である。 
 

□ 疑いあるいは確定症例からの臨床検体（呼吸器分泌物、血清、動物の糞

便）の保管施 設の選定については、調査が必要である。これらの検体

は、一旦パンデミックが終了した後に、機を見て実施される研究プロジ

ェクトの一部として、検査することが可能である。 
 

□ パンデミック株感染の確定患者からの臨床検体を、当該国内、あるいは

国際間において共有することについては、明確な方針を打ち出さねばな

らない。特に、検体輸送に関 する合意の必要性、分離ウイルスおよび

RNA の分配、パンデミックウイルス株の塩基配 列分析結果の共有につ

いては方針が示される必要がある。 
 

□ 地域の施設から高次研究施設へ至るまでの検査診断施設は、パンデミッ

ク株のインフ ルエンザの診断検査が可能であるかどうか、および結果

の解釈についての最新の助言 を、定期的に医療従事者に対して提供す

るべきである。このような助言についてはまた、 もし研究施設のホー

ムページがあれば、ウェブサイト上で公開することも可能である。 
 

□ パンデミック事前対策計画に抗ウイルス剤の使用を含む国々において

は、抗ウイルス 剤耐性の監視を行うために必要な研究施設が準備され

ている必要がある。 
 

□ WHO認定の NIC の設立を考慮するか、または、既存の NIC がそれに必

要とされる要件を確実に満たすようにする。1 
 

□ 国にひとつ以上の NICがある場合には、WHOとの調整とコミュニケー

ションを行うための、検査機関をひとつ指定する必要がある。  
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3.1.2 委託検査機関の有無 

根拠

各国は、地域の検査施設を持っていたとしても、迅速な確定または診断決定

のためには、検体を国内あるいは国外にある WHO リファレンス研究施設へ、

確実に送付できるようにしておくべきである。迅速な意志決定は、適切なリ

スクの評価と、より適切に推奨する対策を 絞り込むために必須である。

1 参照： http://www.who.int/csr/disease/influenza/en/TORNICs.pdf
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対応すべき課題  
当該国において、動物、鳥、または人の症例から安全に検体を採取し、かつ

新型の可能性 があるウイルスを同定できる WHOインフルエンザリファレン

ス研究施設への、迅速な送付を 組織することが可能であるか？ 
 

チェックリスト  
□ すべての国は（その国が地域の研究施設を保有していてもいなくて

も）、地域のネットワークを通じて、確実に指定のリファレンス研究

施設を利用できるようにする必要がある。リファレンス研究施設は、

提供できる支援の程度について合意しておく必要がある。 

 

□  地域の研究施設は、国際航空運送協会（IATA）の規則および WHOによ

る生物活性を 有するウイルスの共有時の原則に従った、診断目的の検

体および病原体の梱包および輸送の要件があることを認識すべきであ

る。1 

 
3.2 疫学的調査および接触者管理 

 
根拠  
検査による診断確定とあわせて、ヒトの新型インフルエンザウイルス株への

感染疑い症例が どのように感染したかを特定し、この疾病の臨床的影響を

評価し、感染した患者あるいはその周囲環境が、他の人々に対して与えるリ

スクを突き止めるために、疫学的調査が行われる必要がある。この評価に基

づき、予防策は修正し、例えば接触者の確認とその予防的治療、またはリス

クグループに対するワクチン接種といった個別の対策が、開始される可能性

がある。 
 

対応すべき課題  
この疑い症例において、可能性のある感染源は何か？その患者は感染性が強

いか、もし そうならば、接触者の可能性がある人をどのように扱えば良い

か？ インフルエンザの疫学 についての最近の知見において関連のある変更

はあるか？ それらの変更があった知見から、現在の対応法の変更が必要で

あるか？ 誰が疫学的調査の責任者か？ 
 

チェックリスト  
□ 曝露機会と、ヒト－ヒト感染伝播の可能性を評価するために、新型株

により引き起こされたインフルエンザ確定例に対する、徹底した実地

調査を確実に実施する。調査担当者 は、この疾患の特徴を記述（報

告）する必要がある。1  

□ 疫学的調査を実施するための、専従（かつ訓練された）担当部署（人

員）が準備されて いる必要がある。 

□ 疫学的調査のための症例報告様式を更新、あるいは WHOにより提供さ

れた様式を必ず適切に使用する。 

□ 各国当局および WHOに対し、可能性のある感染源に関する情報を含め

た、症例の毎 日報告を行う仕組みを確実に作る。
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□ 基本的疫学研究、および強化疫学研究の研究手順を作成し、実行す

る。  

 

□ 症例の接触者である可能性がある者を、どのように定義し管理するか

に関して、明確な 指針を提供する。接触者に対象を絞った対処法を適

応する明確な基準を示し、この対 象となる者へ、確実に情報が周知さ

れ、また提言が理解されるようにする。他の人々へ も、目標を定めた

教育、一般的な衛生手法、医療上の経過観察、隔離、抗ウイルス剤 に

よる（予防的）治療、その他について考慮する（4.1および 4.3項も参

照）。 

 

□ 疫学的調査結果を科学的に再検討する枠組み、すなわち、症例定義の

変更が必要か どうか、感染拡大防止に向けた提言を作成または改善す

るかどうか、を設立する。 

  
 
 

 
1 参照： http://www.iata.org/whatwedo/dangerous_goods/download.htm 
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3.3    臨床的管理 
 

3.3.1  症例管理と治療 
 

根拠  
新型インフルエンザ株のヒト症例（疑い例を含む）への、効果的かつ安全

な治療を確保する ためには、臨床的（患者）管理指針が整備されているこ

と、必要物品の供給が可能であること、スタッフが入院の基準を承知して

いることなどが重要である。さらに、スタッフは感染防御 対策を熟知し、

訓練されていなければならない（下記参照）。 

 
対応すべき課題  
この症例はどのように暴露を受けたか？ この症例は治療を受けるべきか？ 

受ける場合の場所や方法は？診断のための追加検査は必要か？必要な場合は

どこで検体採取し、どのように検体輸送すべきか？ 
 

チェックリスト  
□ パンデミック株への感染による、インフルエンザ疑い例および確定例に

対する患者管理 指針の作成、または既存のものの迅速な改訂、そして

その実施を確実に行う。この指針 には、最低限、以下の項目を含める

ことが必要である： 

─ 患者はどこで管理されるべきか（地域社会か、病院か）と、入院

適応の判断基準 

─ 適切な検体採取、検査（研究）施設への検体輸送、および適切な

検査診断法 

─ 抗ウイルス剤、抗菌剤、その他の補助的治療法（人工呼吸、解熱

薬等）を含む、治療指針 
  

□ 幅広い専門性と積極的関与を確保するために、公的並びに民間部門か

らの専門家による臨床ワーキンググループ（作業部会）の設立を考慮

する。 
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3.3.2 医療現場での感染制御 

根拠

感染制御指針は感染伝播経路を明確にし、衛生手法を用いて伝播を遮断する

ために重要である。感染制御は患者管理において不可欠な部分である。

対応すべき課題

感染リスクのある人々、特に医療従事者は、その主たる感染伝播経路を知っ

ているか？ 彼らはその疾患の拡大を防ぐための、感染防御対策を熟知し、

それを実際にどのように導入するか把握しているか？ 

チェックリスト

□ 現在の感染制御指針と、あらゆるレベルの医療関係施設におけるその運

用方法を改訂する。対象の施設は以下を含む

─ 保健センター（保健所） 

─ 臨床検査施設  地域の診療所 

─  一般診療所（医院、クリニック） 

─  病院 

─  長期療養施設 

─  霊安施設 

□ パンデミック時の緊急対応の一部として、医療施設に転用される施設向

けに、感染制 御指針を改訂する。

□ 実験室バイオセーフティ指針が作られているか確認し、改定の必要性を

評価する。

□ 医療従事者、検査技師、ボランティア、あるいは、本来有する資格や訓

練を受けた領域 以外で働かなければならない人達に、必要な教育と訓

練を提供することを考慮する。

□ 推奨される感染制御対策と、個人防護用装具（PPE）などの様なバイオ

セーフティ対策 （5.1.3 を参照）を実施するために必要な物品の供給を

確保する。 

107



4. 疾患の地域社会への蔓延
予防 

 
 

4.1  公衆衛生学的対策 
 

根拠  
パンデミック時におけるワクチンと抗ウイルス剤の入手は非常に制限される

ために、特に限られたリソースしか持たない（財源が乏しい）国においては、

疾患の感染拡大を 遅らせる方法としては、医学的介入以外の対策が唯一の

手法となる可能性がある。しかしながら、そういった介入対策の多くは、人

間の行動や人権を妨げると考えられるため、知識の普及、法的及び協力支援

の強固な基盤を必要とする。それに加え、そういった対策の多くは科学的根

拠に乏しい。したがって、意思決定の過程の透明性および迅速な情報共有は、

この章及びほかの章で取り上げられた対策と同時に並行的に、切り離すこと

なく実施する必要がある。 

 
対応すべき課題  
一般の人々が、自分自身をどのようにして感染から守る事ができ、また感染

拡大の抑制に 貢献できるかを知っているか？ 自主的、あるいは強制的検疫

（自宅隔離）のような、地域 社会における感染拡大の抑制を目的として導

入する可能性のある公衆衛生学的対策に ついて十分に考慮されたか？ その

ような対策に関する法的枠組みはあるか？ 個々人の対策についての導入や

廃止における国家としての基準はあるか？ 提案された対策の決定、実施、 

および広報にあたっての後方支援計画はあるか？ 

 
チェックリスト  
□ 政府の各管轄部署は、提案された公衆衛生学的対策のすべてにおけ

る、法的根拠を明確に理解している必要がある。 

 

□  公衆衛生学的対応で影響を受けるすべての人々に対して、その予測さ

れる効果と限界 について情報提供がなされるべきである。 

 

□  現在の WHO 出版物および指針にある、推奨される公衆衛生学的対策

を確認する。1  

 
4.1.1 一般的な個人衛生 

 
チェックリスト  
□ 地域社会での個人の呼吸器衛生についての一般的知識の強化 

 

□ インフルエンザパンデミックの公式ウェブサイトなどを通じて、感染

伝播のリスクを減少さ せるための個人的助言を、確実に容易に得られ

るようにする。 
1 http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/  
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4.1.2 地域社会の感染制御対策 
 

チェックリスト  
□ ヒト症例の発生前に、動物あるいは鳥類のインフルエンザの感染制御の

ために実施される対策と関連して、農業担当省庁から出される指針に注

意を払う。 

□ インフルエンザに罹患した動物あるいは鳥類への接触歴がある人の、イ

ンフルエンザ 罹患予防のための指針を確立あるいは強化する。リスク

グループと定義されるものは： 

 

─ もしも複数のインフルエンザ株の循環がみられる場合には、季節的

流行をしている インフルエンザ株と、パンデミック株の可能性が

ある株との重複感染の可能性を減 らすために、パンデミックの可

能性のある事象が起きているあいだ、通常のヒトのイ ンフルエン

ザに対するワクチンの使用を考慮する 

─ 早期治療のための、抗ウイルス剤の供給を確実に可能にする。十分

な供給がある 場合は、この抗ウイルス剤の予防投与を考慮する 

 

□ 人々が集まる特定の場所や、感染拡大のリスクが高い場所（高齢者施

設、軍 兵舎、刑務所など）のように、医療施設以外において、追加の

感染制御指針が必要で あるかどうかを評価する。 

 

4.1.3 社会的隔離と検疫 
 

チェックリスト  
□ 教育施設や保育施設（託児所、保育園）の閉鎖を考慮し、その可能性

を教育庁などの 担当部署と協議する。実施の基準について明らかにす

る。 

 

□ 大規模集会の禁止をどのように実施するか、また、どの時期に実行す

べきかを明らかに する。 

 

□ 接触者追跡調査、封じ込め、そして提案された検疫（自宅隔離）を、

確実に適法 かつ実質的に実施する。これらの導入と廃止の基準を明確

にする。 

─ 個人の検疫（施設内隔離）場所の指定について検討する 

─ これらの（検疫される）人々に対する医療、食料供給、社会的支

援、精神的支援を確保する 

─ これらの（検疫）場所への適切な交通手段、また、そこから病院

や埋葬場所への適切な移送手段を確保する  

 
4.1.4 渡航および貿易制限 

 
チェックリスト  
□ 渡航および貿易の制限を適切に導入し、関係各所、特に外務省、国際

輸送会社、観光局とさまざまな可能性や影響について協議する。 
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□ 渡航および貿易の制限を適切に導入し、様々な可能性や影響について

担当諸省庁、 特に外務省、国際輸送機関、および観光局と協議する。 

 

□ 国際輸送機関が、種々の疫学的状況に対してどのように対応し、感染

の可能性がある 搭乗者をどのように取り扱うかについて、確実に明確

な指示を得られるようにする 
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4.2 ワクチンプログラム 
 

4.2.1 規則的ワクチンプログラム 
 

根拠  
インフルエンザワクチンは、最も効果的な実行可能な予防策である。通常

のワクチン接種プ ログラムを実行することによって、対象となる高リスク

グループの罹患率と死亡率を抑制する ことができる。さらに、通常のワク

チン接種プログラムは、世界的な生産能力と、地域のワク チン接種のため

の基盤整備に貢献し、その結果、より良いパンデミック事前対策への貢献  

になるだろう。 
 

対応すべき課題  
当該国は、通常のインフルエンザワクチン接種プログラムを毎年実施する

ための、論理的 根拠とリソースを持っているか？ そのプログラムは、パン

デミックが起こった際に、パンデミック株に対するワクチンの流通、ある

いは接種を促進することができるか？ 
 

チェックリスト  
通常のワクチン接種プログラムを持たない諸国用： 

  
□ 疾病の発生状況や費用対効果分析の国内情報、あるいは他の健康分野の

優先事項と の関係に基づき、これらのプログラムの必要性を確認す

る。インフルエンザの年間の発 生状況は、ひとつあるいは複数の、以

下のような種類の情報を用いて評価できる： 

─ 地域での年令群別のインフルエンザ様疾患患者数 

─ インフルエンザが原因の、あるいはインフルエンザに起因する他の

疾患による、イ ンフルエンザシーズン中の年令群別の入院数 

─ インフルエンザシーズン中の、インフルエンザによる年令群別の死

亡、あるいはイ ンフルエンザに起因する他の死因による超過死亡の

年令群別の数 

  
通常のワクチン接種プログラムを持つ諸国用： 

 

□ 接種勧奨される高リスクグループの毎年のインフルエンザワクチ

ン接種率の目標を定め、 目標達成のための（財源も含めた）戦略

を確立する。 

 

□ 通常のインフルエンザワクチンの年間供給が、国内製造企業か

ら、あるいは国際買い 付けにより、またはその両者の組み合わせ

により、確実に入手できるようにする。 

 

□ インフルエンザワクチンの流通と接種における戦略（例えば、公

的部門が行うのか民間 部門が行うのか、あるいはその両用か）を

決定する。 

 

□ 医療従事者における毎年のインフルエンザワクチン接種率を、明

確な目標に向け向上 させる。 
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□ ワクチン接種率とワクチン副反応を、できれば、年毎、特定の対

象人口毎に監視する。 

4.2.2 パンデミック株のインフルエンザワクチンプログラム 
 

根拠 
 
現在の技術では、新しいインフルエンザ株に対するワクチンの大量生産が可

能になるまでに 5～6ヵ月以上を要する。しかしそれでもまだ、世界的な生産
能力に限界があり、その施設が先進国に集中しているために、生産施設を持

たないほとんどの国々は、パンデミックの第一波の間にワクチンを入手する

ことができない。新しいワクチンの研究は、こ の国際的な状況を改善するか

も知れない。生産施設を有する国々は、パンデミックの間は 必ず、確実に迅

速で大量の生産が行われるように支援するべきである。当面の間は、そのよ

うな生産施設を持たない諸国は、パンデミック用のワクチンが利用可能にな

れば直ちに、ワクチンプログラムが実行されるように準備しておく必要があ

る。 
対応すべき課題  
もし国内にワクチン生産能力を有するのであれば、迅速に大量のパンデミッ

ク用のワクチン の生産、認可、流通を確保することができるか？ 当該国は、

パンデミック用のワクチンを承 認し、流通させ、事前に選定した高リスク

グループに接種する準備があるか？ また、この （パンデミック用の）ワク

チンの、安全性や責任に関する不確実性に対処できるか？  
 

チェックリスト  
□ 国内に、インフルエンザワクチンの生産能力があるならば、想定され

るパンデミッ ク用のワクチンの生産、検定、予想される認可、利用可

能性についてのスケジュールを 設定する。 

 

□ 国内に、インフルエンザワクチンの生産能力を持たないのであれば、

パンデミック 用のワクチンを調達する、あるいはパンデミック用のワ

クチンの入手なしでのパンデミッ クの対応をする緊急時対策を確立す

る。 

 

□ パンデミック用のワクチン接種を受けるグループの優先順表を定め

る。動物あるいは鳥のインフルエンザの場合には、動物あるいは鳥の

殺処分従事者、獣医師、畜 産従事者であり、パンデミックが差し迫っ

た、あるいはすでに始まってしまった場合には、医療従事者や必須社

会サービスに携わる者である。 

 

□ 優先接種グループと、非優先グループにおいて、インフルエンザワク

チンの費用負担 は誰がするのかを決定する。 

 

□ パンデミック用のワクチンが利用可能である場合はいつでも、パンデ

ミックアラート期あるいはパンデミック期の、医療従事者と必須社会

サービス従事者でのワクチン接種率を 向上させる方法について検討す

る。 
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□ 現存する他の予防接種プログラムに基づき、パンデミック用の、また

通常のインフルエ ンザワクチンの保管、流通、安全な接種の緊急時計

画を作成する。パンデミックワクチ ンの計画には以下を含む：

─  集団予防接種のためのクリニックを指定する：

場所（移動式、固定）と、（臨時）スタッフの雇用や教育を含む

その利用戦略

─ 優先グループ人々に限定して流通させる戦略 

─ コールド・チェーン（cold chain：温度管理されたワクチン搬送・

貯蔵システム）のワ クチン保管能力－現状および潜在的な緊急時

貯蔵所の特定 

─ 輸送時、保管中、およびクリニックにおけるワクチンの安全確保

（盗難の予防） 

□ ワクチン接種の記録方法と、二回接種を実施するための呼び戻しおよ

び記録保存方法 を決定する。

□ 例えばボランティアや、訓練領域や技能を持つ分野以外での専門家の

活用といった、 提案された配備計画の主要な部分を実行するための法

的枠組みを確かめる。

□ 境界を接する地域当局と、提案されたワクチンの流通計画において協

調をはかる。

□ ワクチン副反応サーベイランスの強化（第 2 章も参照）

□ パンデミック株のインフルエンザワクチンの有効性を推定する方法を

開発する（第 6 章 も参考）
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4.3    予防法としての抗ウイルス剤の使用  
根拠  
抗ウイルス剤は、感染リスクのある人々への予防投薬として、また同様に早

期治療のために も用いることができる。予防投薬は、ひとりひとりに、ま

たは感染リスクのあるグループ単位で、また社会の維持に不可欠な仕事の従

事者へ、投与することができる。抗ウイルス剤は、ウイルスの排泄を減少さ

せ、したがって感染者からのインフルエンザの拡散を減少させることが で

きると考えられている。しかしながら、ウイルス排泄の減少のみを目的に、

感染した人に広く抗ウイルス剤を使用することを支持する科学的根拠はない。 

 
早期治療については 3.3 項に説明されている。この章は感染リスクのある人

において、感染の可能性を減少するための戦略の策定について触れる。 抗

ウイルス剤は高価なため、それを日常的には利用できないだろう国もある一

方、限定した 使用はできるだろう国もあることが知られている。抗ウイル

ス剤には急速な増産能力がない ために、パンデミックの際には入手できな

いかもしれない。しかしながら、必要なリソースのある 国々は、以下のチ

ェックリストをもちいることが薦められる。 
 

対応すべき課題  
当該国は、パンデミックの間に使うだろう抗ウイルス剤を、支給するための

リソースがあるか？ もしもあるならば、入手可能なリソースを最適に活用

する戦略があるか？ 
 

チェックリスト  
□ パンデミック株のインフルエンザワクチンが利用可能な場合と、そうで

ない場合に分けて、パンデミック期のあいだの抗ウイルス剤の使用法に

ついての政策方針を確立する。この方針は、優先順位をつけた抗ウイル

ス剤使用の決定と、治療または予防投薬として の抗ウイルス剤の使用に

ついて含む。 

その政策方針に基づき以下を検討する： 

 

□ 抗ウイルス剤の安定供給を確保するための枠組みを確立する。もしも確

実な供給が保 証できないならば、中央または個別（民間）の抗ウイルス

剤備蓄を考慮する。 

 

□ 優先順位グループに応じて、入手可能な抗ウイルス剤をどのように配分

するかを計画 する。 

 

□ 抗ウイルス剤の使用と副反応、および抗ウイルス剤への薬剤耐性を監視

する。 
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5. 必須のサービスの維持

5.1  保健医療サービス 
理論的根拠

パンデミックにより生じる罹患率や、死亡率を減少させるために、保健医療サ

ービスの機能 を可能な限り維持することが絶対必要である。合理的な人材管理

を確実に行い、施設や入 手できる薬品を最適に活用するためには、いくつかの

緊急時のステップを決定する必要が ある。一般的にこの領域の活動は、総括的

健康危機事前対策計画に基づき実施すべきで ある。

対応すべき課題

広域に拡散したパンデミックが、どのように保健医療サービスへ影響するか？ 

パンデミック期のあいだに、医療従事者と病院のベッドなどの施設の不足に対

処する、緊急対策計画は 用意されているか？すべての施設において、効果的な

感染制御対策の方針を導入して いるか？

チェックリスト

保健医療サービスの緊急時対策の計画作成にあたって、適切なコミュニケーシ

ョンと貢献を 確実に実施するために、関連するすべての保健医療分野における

組織、代用の緊急時医 療施設の設置場所を提供する予定の地域団体、医療従事

者を供給するボランティア組織の代表者から成るグループの設立を検討する。

5.1.1 保健医療サービス施設 

チェックリスト

□ パンデミック状況下において、理想的には、そこで患者が治療されるべき

医療施設をレ ベル分けし、これらの施設の利用可能状況を評価する（一次

機関、二次機関と、救急と集中治療室を含む三次紹介機関の対応能力）。

□ 特定のレベルにおいて提供されるべきケアと、医療施設のタイプを含む、

パンデミック 期のあいだの医療保健サービスの提供に関する、地域と医療

施設レベルにおける詳 細な計画を立案する。

□ 様々なレベルにおける、医療施設間のトリアージと患者の流れを決定し、

入院ベッドの 中央集中登録、コールセンター、救急車出動の中央集中など

の、患者搬送とベッドの 利用状況の把握や管理を調整するための枠組みを

確立する。

□ 医療ケアの場への、代替用の施設を決定する。可能性のある施設には、学

校、体育館、長期療養施設、保育施設、病院の敷地内や他の場所に作るテ

ントなどがある。

□ 隣接する地方当局は、よりよいサービスが実施されているとされる地域

へ、境界を越えて住民が移動しないように、医療ケアと保健医療サービス

の計画の調整を図る。
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5.1.2 保健医療サービス従事者 
 

チェックリスト  
□ 当該国にとって適切なレベル（国、州/県、地方）で、専門グループご

とに医療従事者 数を推計する。 
 

□ たとえば、退職あるいは転職した医療従事者からなど、追加の医療従

事者を募ることができる源を確定する。 
 

□ ボランティアにふさわしいであろう医療における役割案を作成し、そ

れに関して専門家組織や協会と協議する。 
 

□ ボランティアを供給することができる団体を特定し、その人々の受け

た訓練や専門外の 指定された役割にふさわしいかどうかを決定するた

めの手順を確定する。 
 

□ 指定された医療上の役割に対して、ボランティアを受け入れ、訓練す

るための手順を作成する。退職した医療従事者やボランティアに対す

る、法的責任、保険、および臨時免 許の供与といった問題が対処され

ていることを確認する。 
 

□ 職業上、新型のパンデミック株のウイルスに曝露されるかもしれない

医療従事者（臨床および検査）を対象とする、精神的、社会的支援の

準備を検討する。 

 

5.1.3 保健医療サービスの物品供給 
 

チェックリスト  
□ 個人防護装具（PPE）を含む、医療用物品の追加の備蓄をする必要性を

評価し、その ための選択枝を探り、追加物品の供給源を明確にする。 
 

□ インフルエンザの合併症の治療に有用な、抗菌薬の種類を確定する。

これらの抗菌薬の、増産あるいは需要増加分の購入に対する、緊急時

対応計画を作成する。 
 

□ 代替医療施設で提供できるだろうケアのレベルを確定し、これらの施

設へ、そこで提供 される予定のケアレベルに応じた器具や物品を提供

する、緊急時対応計画を作成す る。 
 

□  備蓄された物品や薬剤の配分に関する戦略を策定する。 

 

 
5.1.4 超過死亡  

チェックリスト  
□ 文化的に適切な方法を用いた、死体処理の最大キャパシティを確定

する。 

 

□ 可能な場合には、埋葬前の死体の緊急時保管能力を明らかにする。 

 

□ 文化的および宗教的信条を尊重しつつ、死体の安全な取り扱いの手

順を確実に作成 し、実施する 
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5.2 その他の必須のサービス 

 
根拠  
社会の必須の基盤サービスは、社会運営を維持する過程において責任を負う。

国によって優 先順位は異なるだろうが、エネルギー、飲料水供給、交通、

（遠距離）通信は共通する例で ある。必須社会サービスに対するパンデミ

ックの影響の検討は、パンデミック計画の重要な一部である。計画立案の大

部分は、現在の緊急時対策計画の一環として、そのサービス自身で独自に策

定するべきである。 
 

対応すべき課題  
広域に拡散したパンデミックが、どのように必須社会サービスの提供に影響

を及ぼすか？これらの必須社会サービスを維持する責任を持つ人々（組織）

を確認したか？パンデミック期のあいだの、これらのサービスにおける労働

者不足に対処するための、緊急時対策計画を作成したか？これらの対策は法

的および倫理的に受け入れられるものか？ 

 
チェックリスト  
□ パンデミック期のあいだに緊急事態宣言をすることの、利点と欠点を明

確にする。 

 

□ パンデミック期のあいだの、必須（基盤）社会サービスの維持を調整す

る、主導的部局 （省、部）を決定する。 

 

□ 必須の地域社会サービスおよび、それに関わる人員で、その縮小あるい

は不在が公衆 の安全に重大な脅威と成り得るか、パンデミック対応を

著しく阻害するだろう者の一覧 表を作成する。これらの必須社会サー

ビス従事者は、ワクチンや薬剤の入手状況にも よるが、従来のあるい

はパンデミック株に対するインフルエンザワクチンの優先接種や、 抗

ウイルス剤の予防投薬を受ける対象に特定されるだろう。 

 

□ パンデミック期のあいだに、必須社会サービスを維持するために、非医

療的役割での 支援が可能な人員を確認する。交代要員は、軍、他の領

域で雇用されている退職者、 あるいはボランティア団体から補充する

ことができる。このような人々の雇用について、 専門家機関や組織と

の議論を開始する。 

 

□ 指定された必須社会サービス上の役割に対して、これらの領域からボラ

ンティアや労働 者を受け入れ、訓練するための手順を作成する。ボラ

ンティアや他の領域からの労働 者に対する、法的責任、保険、および

臨時免許の供与といった問題が対処されている ことを確認し、対策の

倫理的側面も考慮に入れる。 

 

□ 指定されたそれぞれの必須社会サービスは、パンデミックに適用できる

ように、既存の 緊急時対策計画を改訂、あるいは発展させる必要があ

117



る。この計画には、緊急時の業 務分担計画が含まれ、労働者に対する

補償が行なわれるかどうか、行なわれるとすればどのようにおこなわれ

るかについて、言及がなされている必要がある。
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5.3 回復 

根拠

パンデミックの波が過ぎ去った後でも、多くの人たちが様々な形で、影響を

受ける事が予想 される。多くの者が友人や親類縁者を失ったかも知れず、

疲労に悩まされ、また仕事が中断されたことのために、経済的損失を被った

かもしれない。政府やその他当局は、これらの問題点に取り組むことができ

るよう保証し、社会再建を支援する必要がある。

対応すべき課題

パンデミック後に、迅速な国家復興を確実に行う計画があるか？ 必須社会

サービスの復 旧計画はあるか？ 誰が、被害を受けた家族や企業に対して、

社会的、また精神的な支援 を提供する責任を負うべきか？ 経済的損失を評

価し、被害を受けたグループに対する経済的支援を行う枠組みはあるか？ 

チェックリスト

□ 必須（基盤）社会サービス担当部門に対し、サービスまたは組織の復

旧計画を作成するよう依頼する。

□ 被害を受けた家族や企業に対する、社会的、精神的、日常的支援を行

う責任の所在を 明確にする。必要ならば、関係者の訓練や教育を組織

する。

□ 既存の地域団体（宗教団体／教会、スポーツ団体）が、どのように社

会再建に寄与できるかを検討する。これら団体の、連絡先担当者を特

定する。

□ パンデミック後の復興に、政府からの経済的援助が必要かどうかを考

慮する。もしも必 要であるなら、経済的支援の基準を作成し、資金調

達を確保する方法を探す。
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6. 研究および評価 
 
 
 

理論的根拠  
パンデミックやパンデミックの脅威に対応している国々は、おそらくリソース

を極限まで活用して いる。それにもかかわらず、そのような状況は、疾患や提

案された対策の効果に対する理解 を深める、またとない機会を提供するだろう。

国レベルの研究は、世界的な知見に貢献する ばかりでなく、パンデミック期の

あいだに、その感染制御戦略に対する科学的根拠を集積し、 戦略の修正を可能

にする事において、各国も直接的利益を得ることができる 
 

対応すべき課題  
当該国は、パンデミックインフルエンザに関する知識の世界的需用に、どのよ

うに貢献することができるか？ 感染制御対策の、効果的活用法を最適化するた

めに、その有効性を評 価するシステムがあるか？ 

 

6.1 フェーズ 2以上の研究 
 

チェックリスト  
□ パンデミック株のウイルスの、抗原性および分子生物学的特徴を知るため

には、ウイルス学的研究が必要となる。 
 

□ パンデミック期に、抗ウイルス剤を使用する政策作成がおこなわれた場 合

には、抗ウイルス剤耐性を監視する明確な戦略を作成する。 
 

□ パンデミックワクチンの有効性の推定を可能にするデータを、集積するた

めの戦略を作成する。必要なデータを定義し、パンデミック期、あるいは

パンデミックの脅威がある事象中、資金調達も含めたデータ集積（可能で

あれば解析も）の戦略を作成する 
  

動物や鳥のインフルエンザの広域アウトブレイクの期間（ただしヒトの症例は

少ない）： 
 

□ ヒトの感染のリスク因子と、ヒトへの感染伝播の可能性を決定するための

研究の実施を 考慮する。必要なデータを定義し、資金調達も含めた、デー

タ集積（可能であれば解 析も）の戦略を作成する。WHO は研究計画の作

成に支援を提供することができる 

 
広範囲なヒト症例の発生がみられるパンデミック期間:  

 
□ 当該国が、パンデミック期に、研究活動に投資を行うことを望んでいる

か否かを確認し、データ収集の計画を立てる。既存の研究計画につい

て、WHO のウェブサイトを確認する。研究には、以下のものが含まれ

る： 

─ パンデミックの影響（被害）の評価（罹患率や死亡率、入院その

他） 

─ パンデミック制御のために取られた公衆衛生学的対策の有効性 

─ パンデミック株に対するワクチンの有効性 

─ パンデミック状況下での抗ウイルス剤の有効性 
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─ パンデミックの社会経済学的な影響 
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6.2 研究から活動まで  

チェックリスト  
□ 第一波が終了したら、パンデミックに対する対応の評価を徹底する。

評価は、すべてのレベルでの対応に注目し、改善点について触れた提

言につながるようにする。 

 

□ 地域的そして国際的双方の調査研究結果が、対応の戦略とその実行の

改善を支援するために、一般公開されることを確認する。 
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7. 国家計画の実施、検証、お
よび改正

根拠

すべてのレベルにおいて、確実に計画を完全実施するには、目標を定めるか、

あるいは進捗 状況を知るために利用できる、到達指標を決定することが推

奨される。パンデミック対策計 画は、公表から数年を経ても確実に広く知

られているような、常に変化する文書であり続ける必要がある。これはその

計画が定期的に検討され、改定されている場合にのみ達成することができる。

対応すべき課題

計画の実施を保証する枠組みが導入されているか？ 導入状況のレベルはど

のように測定 されるか？ 計画は検証されたか？ パンデミックが存在しない

時期にも確実にその対策計 画を更新し、パンデミックに匹敵するような疾

患や脅威（SARS あるいは高病原性鳥インフ ルエンザのヒト感染症など）の

発生後に、確実にそれを見直すためのシステムはあるか？

チェックリスト

□ 目標を定め、導入の進捗状況の評価に利用できる指標を定義するか、

基準システムを 設定する。誰が（どの部局が）、進捗状況の監督責任

を負うか決定する。

□ 架空の状況設定に基づいて、事前対策と対応計画の机上再検討を実施

するか、また は、できれば対応計画の特定の局面に注目しながらの、

シミュレーション訓練を実施することを検討する。

□ 小さなアウトブレイク、通常のインフルエンザシーズン、あるいは他

のワクチン 接種キャンペーンなどにおいて、対策計画の構成要素を検

証する機会を利用あるいは 作り出す。

□ 例えば、SARS や高病原性鳥インフルエンザの後のような、新たなアウ

トブレイクの経 験に基づいて対策計画を改定する。

□ アウトブレイクがない場合には、対策計画の改定までの期間を指定す

る。
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